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圧縮水素蓄圧器用複合圧力容器に関する基準 

 

1 適用範囲 

この規格は，特定設備検査規則の適用を受ける複合構造を有する圧力容器（以下「複合圧力容器」

という。）において，金属ライナーに樹脂含浸連続炭素繊維を巻き付けたフルラップ構造を有する圧

縮水素蓄圧器用複合圧力容器の材料，設計，加工，構造及び検査について規定する。 

この規格は，次の a)～d) の適用範囲を満足する複合圧力容器に適用する。 

a) 内容積が 500L 以下である。 

b) 設計圧力及び常用の圧力が 105MPa 以下（負圧を除く。）である。 

c) 設計温度及び常用の温度が－40℃以上 85℃以下である。 

d) 最大使用期間は 20 年以下である。 

 

2 引用規格  

次に掲げる引用規格は，この基準に引用されることによって，その一部又は全部がこの基準の要求

事項を構成している。これらの引用規格は，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。 

JIS B 0190: 2010 圧力容器の構造に関する共通用語 

JIS B 8266: 2006 圧力容器の構造－特定規格 

JIS H 0001: 1998 アルミニウム，マグネシウム及びそれらの合金－質別記号 

JIS H 4000: 2022 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4040: 2023 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線 

JIS H 4080: 2023 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 

JIS H 4140: 1988 アルミニウム及びアルミニウム合金鍛造品 

JIS K 7010: 1995 繊維強化プラスチック用語 

JIS K 7095: 2012 炭素繊維強化プラスチックの熱分析によるガラス転移温度測定法 

JIS K 7121: 2012 プラスチックの転移温度測定方法 

JIS L 0204-2:2020 繊維用語（原料部門）―第 2 部：化学繊維 

JIS R 3410: 2022 ガラス繊維用語 

JIS R 7608: 2007 炭素繊維－樹脂含浸ヤーン試料を用いた引張特性試験方法 

JIS Z 2343-1: 2017 非破壊試験－浸透探傷試験－第 1 部： 

一般通則：浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類 

ASTM D4018: 2023 Standard Test Methods for Properties of Continuous Filament Carbon and  Graphite 

Fiber Tows 

ASTM E466: 1996 Standard Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue 

Tests of Metallic Materials 

ASTM E647: 2008 Standard Test Method for Measurement of Fatigue Crack Growth Rates 

HPIS E 103: 2018 Standard Test Method for Humid Gas Stress Corrosion Cracking of Aluminium Alloys 

for Compressed Hydrogen Containers 
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KHKS 0220: 2020 超高圧ガス設備に関する基準 

KHKS 1222: 2021 ねじ構造の強度設計指針 

特定設備検査規則の機能性基準の運用について 別添 1 特定設備の技術基準の解釈 

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について 別添 一般高圧ガス保安規則関係例示基準 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS B 0190 による。 

3.1  

耐圧部分 

複合圧力容器のうち，内面に圧力 0 Pa を超える圧力を保持する部分及び圧力によって生じる荷重

を保持する部分。ただし，次の a)及び b)を除く。 

a) 圧力の保持の目的に直接供されない部分 

b) 耐圧部分に施すライニング，メッキ等の強度部材以外の部分（保護層及び防食層を含む。） 

3.2  

設計温度 

複合圧力容器を使用することができる最高の温度及び最低の温度［低温（0℃未満をいう。）で使用

する場合に限る。］として，設備の運転時，停止時，異常時，環境温度等を考慮して設定する温度 

3.3  

常用の温度 

複合圧力容器が通常使用される状態での最高の温度及び最低の温度 

3.4  

設計圧力 

複合圧力容器を使用することができる最高の圧力（最小破裂圧力の 1/2 以下の圧力） 

3.5  

常用の圧力 

複合圧力容器が通常使用される状態での最高の圧力 

3.6  

圧力サイクル数 

複合圧力容器の圧力の変動に対応する繰返し回数 

3.7  

フルラップ構造 

金属ライナーにヘリカル巻（金属ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法）及びフ

ープ巻（金属ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法）により樹脂含浸連続炭素繊維を

巻き付ける構造  

3.8  

金属ライナー 

複合圧力容器の最内層を構成する金属製の容器 

3.9  
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樹脂含浸炭素繊維層 

樹脂含浸連続炭素繊維に硬化処理を施した層 

3.10  

樹脂含浸ガラス繊維層 

樹脂含浸連続ガラス繊維に硬化処理を施した層 

3.11  

保護層 

複合圧力容器を外部衝撃等から保護するために複合圧力容器の外面に設ける樹脂含浸ガラス繊維

層及び保護パッド 

3.12  

防食層 

金属ライナーと樹脂含浸炭素繊維層の間の電位差腐食を防止するための塗膜，樹脂含浸ガラス繊

維層等 

3.13  

全厚さ 

金属ライナー，樹脂含浸炭素繊維層，保護層及び防食層それぞれの呼び厚さを合計した厚さ 

3.14  

計算厚さ 

金属ライナー及び樹脂含浸炭素繊維層それぞれの強度計算上必要とする厚さ 

3.15  

最小破裂圧力 

設計温度において複合圧力容器が具備すべき最小の破裂圧力で，設計圧力の 2.0 倍以上の圧力 

3.16  

自緊処理 

複合圧力容器に耐圧試験圧力以上の圧力を負荷することによって金属ライナーに圧縮残留応力を

付与する処理。金属ライナーの疲労強度の改善を目的に行う。 

3.17  

エルハルト式 

金属ライナーを金属塊の押出し等によって成形する方法 

3.18  

カッピング式 

金属ライナーを金属板の絞り加工等によって成形する方法 

3.19  

マンネスマン式 

金属ライナーの鏡部を継目なし管の両端部の熱間加工によって成形する方法 

3.20  

設計確認試験 

複合圧力容器の製作に先行して，複合圧力容器の設計の妥当性を確認するために行う試験 
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3.21  

疲労損傷度 

  実使用時の負荷に応じた累積疲労損傷を表すパラメータ 

 

4 材料 

4.1 金属ライナー 

金属ライナーに使用する材料は，アルミニウム合金とし，次の a)～c)による。ただし，鉛及びビス

マスの含有成分量は，それぞれ 0.01%以下とする。 

a) 次の 1) ~ 4)に示す規格のアルミニウム合金 

1) JIS H 4000（A6061P） 

2) JIS H 4040（A6061BE 及び A6061BD） 

3) JIS H 4080（A6061TE，A6061TES，A6061TD 及び A6061TDS） 

4) JIS H 4140（A6061FD 及び A6061FH） 

b) a) に示す規格と同等な規格のアルミニウム合金 1) 

注 1) 同等な規格のアルミニウム合金とは，特定設備検査規則の機能性基準の運用について 

別添 1 特定設備の技術基準の解釈 第 4 条第 2 項及び第 3 項（特定設備の材料）の規

定に従うものをいう。 

c) a)及び b) に示すアルミニウム合金以外のアルミニウム合金で，次の 1)及び 2)のいずれも満

足するもの。 

1) KHKS 0220 附属書 E の E.3 水素適合性の判定基準を満足する。 

2) HPIS E 103 の湿潤ガス応力腐食割れ試験の HG-SCC 特性の判定基準を満足する。 

 

4.2 樹脂含浸炭素繊維層 

樹脂含浸炭素繊維層は，次の a)～c)による。 

a) 炭素繊維は，次の 1)～3)による。 

1) JIS L 0204-2 に規定する炭素繊維とする。材料仕様書に規定する炭素繊維の最小引張強さは，

3 500N/mm2 以上とする。 

2) 材料仕様書に規定する炭素繊維の最小破断ひずみは，1%以上とする。 

3) 炭素繊維の引張強さ，破断ひずみ及び縦弾性係数の試験方法は，JIS R 7608 又は ASTM 

D4018 による。 

b) 樹脂は，次の 1)～3)による。 

1) 熱硬化性のエポキシ樹脂又は熱硬化性の変性エポキシ樹脂とする。 

2) ガラス転移温度は，設計温度の最高の温度に 20℃を加えた温度以上の温度とする。 

3) 樹脂のガラス転移温度の試験方法は，JIS K 7095 又は JIS K 7121 による。 

c) 樹脂の硬化及び硬化の促進に用いる助剤は，使用する樹脂に対して適切な材料とする。 

 

4.3 保護層及び防食層 

保護層及び防食層は，次の a)～d)による。 
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a) 保護層に使用する樹脂含浸炭素繊維層は，4.2 の規定を準用する。 

b) 保護層又は防食層に使用する樹脂含浸ガラス繊維層は，次の 1)及び 2)による。 

1) 樹脂含浸ガラス繊維層のガラス繊維は，次の 1.1)及び 1.2)のいずれかに適合する材料とする。 

1.1)  JIS R 3410 に規定する E ガラス 

1.2)  JIS K 7010 に規定する S ガラス繊維 

2) ガラス繊維に含浸する樹脂は，4.2 b)の規定を準用する。 

c) 保護層又は防食層に使用する樹脂は，4.2 b)の規定を準用する。 

d) 保護層に使用する保護パッド及び保護パッドを取り付けるための接着剤は，保護する材料の

材料特性を損なわないものとする。 

 

4.4 その他の部分 

その他（4.1～4.3 以外）の部分（閉止プラグ等）に使用する材料は，ステンレス鋼又はアルミニ

ウム合金とし，次の a)又は b)による。 

a) ステンレス鋼は，一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について 別添 一般高圧ガス保

安規則関係例示基準 9.2.1 表（三）に規定する材料とする。 

b) アルミニウム合金は，4.1 に示す材料とする。 

 

4.5 材料仕様書の記載事項  

4.5.1 一般事項 

複合圧力容器の製作者が材料の強度を独自に定める場合は，複合圧力容器の製作者は，4.1 の金属

ライナー，4.2 の樹脂含浸炭素繊維層並びに 4.3 の保護層及び防食層の材料について，材料仕様書を

作成する。 

材料仕様書は，必要に応じて 4.4 のその他の部分の材料についても作成する。 

 

4.5.2 樹脂含浸炭素繊維層 

樹脂含浸炭素繊維層の材料仕様書の記載事項は，次の a)～e)による。 

a) 次の 1)～3)に示す炭素繊維の材料仕様 

1) 炭素繊維の種類，製造業者名及び品名，型番，区分等を示す記号 

2) 炭素繊維の縦弾性係数，引張強さ及び破断ひずみの規定値 

3) 樹脂との接着性を向上するために行う炭素繊維の表面処理の仕様 

b) 次の 1)～4)に示す樹脂の材料仕様 

1) 樹脂の種類，製造業者名及び品名，型番，区分等を示す記号 

2) 樹脂の粘度，エポキシ当量，比重及びゲル化時間 

3) 樹脂のガラス転移温度 

4) 樹脂の硬化及び硬化の促進に用いる助剤の仕様（樹脂との混合に係る要求事項を含む。） 

c) 炭素繊維の材料仕様に係る試験方法，検査方法等の基準 

d) 炭素繊維又は樹脂含浸炭素繊維層の材料の管理に係る仕様（使用可能期限等） 

e) 上記 a)～d)の他，材料仕様として必要な事項 
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4.5.3 保護層及び防食層 

 保護層及び防食層の材料仕様書の記載事項は，次の a)～e)による。 

a) 樹脂含浸ガラス繊維層を使用する場合は，次の1)及び2)に示すガラス繊維の材料仕様及び4.5.2 

b)の樹脂の材料仕様 

1) ガラス繊維の種類，製造業者名及び品名，型番，区分等を示す記号 

2) ガラス繊維の材料特性 

b) 保護パッドを使用する場合は，保護パッド及び保護パッドの接着剤の材料仕様として，次の 1)

及び 2)に示す事項 

1) 保護パッド及び保護パッドの接着剤の種類等 

2) 接着に係る仕様（加圧力，保持時間等） 

c) 樹脂を使用する場合は，4.5.2 b)の樹脂の材料仕様 

d) 上記 a)～c)以外の材料を保護層及び防食層に使用する場合は，材料の種類に応じた材料仕様 

e) 上記 a)～d)の他，材料仕様として必要な事項 

 

5 設計 

5.1 一般 

5.1.1 設計の基本事項 

複合圧力容器の設計の基本事項は，次の a)～e) による。 

a) 金属ライナー及び樹脂含浸炭素繊維層の応力解析は，5.2 による。 

b) 金属ライナーの破裂前漏洩解析は，5.3 による。 

c) 金属ライナーの疲労寿命解析及び亀裂進展解析は，5.4 による。 

d) 複数の圧力サイクルがある場合は，5.5 による。 

e) 複合圧力容器の設計確認試験は，5.6 による。 

 

5.1.2 設計仕様書等の記載事項 

設計仕様書，構造図，その他の設計書類の記載事項は，次の a)～k) による。 

a) 複合圧力容器の設計圧力，設計温度，常用の圧力，常用の温度 

b) 複合圧力容器の形状・寸法，使用材料（材料の名称，数量等）等 

c) 複合圧力容器の圧力変動及び使用繰返し回数 

d) 複合圧力容器の最大使用期間 

e) 金属ライナーの成形方法 

f) 金属ライナーの熱処理条件（温度，保持時間等）及び熱処理の方法 

g) 金属ライナーの材料の機械的性質の設定値及び機械試験の方法 

h) ワインディングの施工条件（ワインディングパターン等） 

i) 樹脂含浸繊維層の硬化処理条件 

j) 自緊処理条件 

k) 上記 a)～j)の他，設計上必要な事項 
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5.2 応力解析 

5.2.1 一般事項 

 複合圧力容器の胴部を対象として設計する場合の応力解析は，次の a)～d)による。 

  a) 5.2.2 により，複合圧力容器の胴部の金属ライナー及び樹脂含浸炭素繊維層の構成を決定し，厚

さを設定する。 

b) 応力解析は，弾塑性応力解析とし，有限要素法その他の適切な解析手法によって行う。 

c) 応力解析の手順は，5.2.3 による。 

d) 金属ライナー及び樹脂含浸炭素繊維層の厚さは，5.2.4 の判定基準を満足する厚さとする。 

なお，複合圧力容器の胴部に対象を限定しなくてもよい（附属書 A による。）。この場合は，試験

による設計とする。金属ライナー口金のねじ部の解析は，KHKS 1222 による（附属書 B による。）。 

 

5.2.2 公式による厚さの設定 

複合圧力容器の胴部の樹脂含浸炭素繊維層の構成を決定し，金属ライナー及び樹脂含浸炭素繊維

層の厚さを適切な公式によって設定する（附属書 C による。）。 

 

5.2.3 応力解析の手順 

複合圧力容器の胴部の応力解析の手順は，次の a)～d)による。 

a) 応力解析は，5.2.2 で設定した厚さに基づいて行う。 

b) 設定した厚さに基づき，複合圧力容器の解析モデルを作成する。応力解析に用いる金属ライナ

ーの弾塑性応力－ひずみ曲線（真応力－真ひずみ曲線）は，実測した結果をモデル化してもよ

い。保護層，防食層等の非耐圧部分は，荷重を分担しないようにする。 

c) 次の 1)及び 2)の状態において，金属ライナーに生じるミーゼスの相当応力及び樹脂含浸炭素

繊維層の炭素繊維に生じる応力を解析する。 

1) 状態 1 常温において圧力ゼロから自緊処理圧力を負荷した後，再び圧力ゼロまで除荷した

状態 

2) 状態 2 設計温度において状態 1 から設計圧力を負荷した状態 

d) 応力解析の結果を，5.2.4 の判定基準と照合する。判定基準を満足しない場合は，設定する厚さ

を変えて応力解析の手順を繰返す。 

 

5.2.4 判定基準 

 判定基準は，次の a)及び b)による。 

a) 金属ライナーの判定基準 

金属ライナーの判定基準は，次の 1)及び 2)による。 

1) 状態 1 において，金属ライナーに生じるミーゼスの相当応力が，金属ライナーの材料の常温

における 0.2%耐力の値以下である。 

2) 状態 2 において，金属ライナーに生じるミーゼスの相当応力が，5.7.1 に示す許容引張応力

の値以下である。 
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5.2 

b) 樹脂含浸炭素繊維層の判定基準 

樹脂含浸炭素繊維層の判定基準は，次の 2)による。 

2) 状態 2 において，樹脂含浸炭素繊維層の炭素繊維に生じる応力が，炭素繊維の許容引張応力

の値以下である。 

 

5.3 破裂前漏洩解析 

応力解析に続いて，破裂前漏洩解析，疲労寿命解析又は亀裂進展解析を行う。設計フローを図 1

に示す。 

 

 
 

図 1－応力解析に続く設計フロー 

 

破裂前漏洩解析は，次の a)～f)による。 

a) 破裂前漏洩解析は，複合圧力容器の胴部を対象とする。 

b) 破裂前漏洩解析は，常用の圧力と常用の温度の組合せで行う。 

c) 破裂前漏洩解析の方法は，KHKS 0220 による。 

亀裂進展解析 
(N c) 

疲労寿命解析(N f) 

5.3 

5.4 5.4 

（注）LBB は破裂前漏洩を意味する。 

5.2 

LBB 解析 

  許容繰返し回数 N a     

終了 

N a ＝ N f N a ＝ N c 

N p ≧ N f 

N p ≧ N c 
圧力サイクル試験 

n＝1(N P) 
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d) 応力拡大係数 KI の計算に用いる亀裂は，金属ライナー内面の軸方向表面亀裂（構造不連続部

は除く。）とする。亀裂の形状は，アスペクト比（亀裂深さ/亀裂長さ）が 1/3 の半楕円形亀裂

とする。応力拡大係数 KI の計算において，自緊処理の効果（圧縮残留応力）は，圧縮残留応

力が正確に評価できる場合に限り，取り入れることができる（附属書 D による。）。 

e) 亀裂の最深点で，亀裂進展方向の部材の厚さ t の 0.8 倍の亀裂深さにおいて，式(1)及び式(2)を

満足すれば，金属ライナーの破裂前漏洩が成立する。 

            KI < KIc ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1） 

                   0.2t  < ൬
KIc

Sy
൰

2

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（2） 

ここで，   KI： 応力拡大係数（MPa√m） 

           KIc： 常用の温度における金属ライナーの材料の平面ひずみ破壊 

靱性の値（MPa√m） 

Sy： 常用の温度における金属ライナーの材料の 0.2%耐力の値

（N/mm2） 

t： 亀裂進展方向の部材の厚さ（m） 

 f) 金属ライナーの破裂前漏洩が成立する場合は，漏洩したガスは容易に樹脂含浸炭素繊維層を透

過するため，複合圧力容器の破裂前漏洩が成立すると見なせる。 

 

5.4 疲労寿命解析及び亀裂進展解析 

5.4.1 一般事項 

 疲労寿命解析及び亀裂進展解析は，次の a)～c)による。 

 a) 疲労寿命解析及び亀裂進展解析は，5.6.3 の圧力サイクル試験の試験条件を対象とする。 

 b) 破裂前漏洩が成立する場合は，5.4.2 の疲労寿命解析を行う。 

 c) 破裂前漏洩が成立しない場合は，5.4.3 の亀裂進展解析を行う。 

 

5.4.2 疲労寿命解析   

疲労寿命解析は，次の a)及び b)による（附属書 F による。）。 

a) 疲労寿命解析の手順は，KHKS 0220 の 6 疲労解析，JIS B 8266 附属書 8 の 3.2 及び次の 1)～

4)による。自緊処理の効果（圧縮残留応力）は，圧縮残留応力が正確に評価できる場合に限り，

取り入れてもよい（附属書 D による。）。 

1) 金属ライナーの材料が 4.1a)及び b)に示すアルミニウム合金の場合は，疲労寿命解析には，

式(3)の最適疲労曲線を適用する。 

       Salt = 2.26SuNf
-0.110      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3） 

      ここで，  Salt：応力振幅（N/mm2） 

Su：材料の常温における引張強さの規定値（N/mm2） 

Nf：疲労寿命（繰返し回数） 

  2) 5.6.3 の圧力サイクル試験の圧力範囲から，疲労寿命解析の最大応力 Smax 及び応力振幅 Saltを

算定する。 
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3) 平均応力の補正には，式(4)を適用する。 

Seq = Smax
0.2 Salt

0.8   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4） 

      ここで，  Seq：等価応力振幅（N/mm2） 

Smax：最大応力（N/mm2） 

    4)  等価応力振幅 Seq に対する設計係数 αを，最適疲労曲線の信頼性（標準偏差）に基づく 1.14

（2σ の値）又は 1.23（3σ の値）とし，式(5)により疲労寿命（繰返し回数）Nf を算定する。

設計係数 αは，設計者の選択となる。 

N
f
  =（2.26Su/(αS

eq
)）1/0.110      ・・・・・・・・・・・・・・・・・（5） 

  b) 判定基準 

   疲労寿命解析の判定基準は，次の 1)を満足した場合に，次の 2)とする。 

    1) Nfは，5.6.3 の圧力サイクル試験の試験圧力サイクル回数 Np以下である。 

  2) Nfを複合圧力容器の許容繰返し回数とする。 

 

5.4.3 亀裂進展解析 

亀裂進展解析は，次の a)及び b)による（附属書 F による。）。 

a) 亀裂進展解析の手順は，KHKS 0220 の 8 亀裂進展解析に基づき，次の 1)～7)による。自緊処

理の効果（圧縮残留応力）は，圧縮残留応力が正確に評価できる場合に限り，取り入れてもよ

い（附属書 D による。）。 

1) 金属ライナー材料が 4.1 a)及び b)に示すアルミニウム合金の場合は，亀裂進展解析には，式

(6)及び式(7)の最適亀裂進展速度曲線を適用する。 

        da dN ⁄ = 2.64×10-12∆K4.34     ・・・・・・・・・・・・・・・・・（6） 

                ∆K = M∆S√πa  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7） 

          ここで，  da/dN：亀裂進展速度（m/cycle） 

           ΔK：応力拡大係数範囲（MPa√m） 

                      M：補正係数 

            ΔS：応力範囲（N/mm2 又は MPa） 

            a：亀裂深さ（m） 

2) 5.6.3 の圧力サイクル試験の圧力範囲から，亀裂進展解析の最大応力 Smax 及び応力範囲 

ΔS=2Saltを算定する。 

3) 平均応力の補正には，式(8)を適用する。 

ΔSeq = Smax
0.2ΔS 0.8  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（8） 

4) 初期亀裂寸法を設定する。 

5) 式(6)～式(8)を適用して亀裂進展解析（亀裂深さ増分 Δa と繰返し回数増分 ΔN の分離積分）

を行い，亀裂深さ a と繰返し回数 N の関係及びアスペクト比（亀裂深さ/亀裂長さ）を算定

する。 

6) 5.3 e)を参照して，亀裂深さ a = 0.8t（部材の厚さ t）に対応する繰返し回数 N を疲労寿命と

する。 

7) 繰返し回数に対する設計係数 β を，最適亀裂進展速度曲線の信頼性（標準偏差）に基づく
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1.94（2σの値）又は 2.69（3σの値）とし，N/βにより破裂前漏洩が成立する場合の疲労寿命

（繰返し回数）Ncを算定する。設計係数 βは，設計者の選択となる。 

b) 判定基準  

亀裂進展解析の判定基準は，次の 1)及び 2)を満足した場合に，次の 3)とする。 

1) 亀裂進展解析において，破裂前漏洩が成立する。 

2) Nc は，5.6.3 の圧力サイクル試験における漏洩までの試験圧力サイクル回数 Np 以下である。 

3) Ncを複合圧力容器の許容繰返し回数とする。 

 

5.5 複数の圧力サイクルがある場合 

  実際の充填圧力サイクルを対象として，複数の圧力サイクルがある場合の疲労寿命解析は，次の a)

～d)による。 

 a) 5.6.3 の圧力サイクル試験の圧力範囲（常用の圧力）から得られる許容繰返し回数 Nf を基準と

する。 

 b) 実際には，複合圧力容器は a)の圧力範囲より小さい複数の圧力範囲で使用する場合がある。そ

の場合の複数の許容繰返し回数 Niは，式(3)～式(5)で算定する。 

 c) 複数の使用繰返し回数 ni と許容繰返し回数 Niの比の総和として，式(9)により累積使用係数 U

を算定する。U の値は，1.0 以下とする。 

              U =Σ ni

Ni
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（9） 

d) 部分充塡サイクルを対象とする場合は，附属書 E が適用可能である。 

 

5.6 設計確認試験  

5.6.1 設計確認試験の基本事項 

設計確認試験の基本事項は，次の a)～c)による。 

a) 複合圧力容器は，複合圧力容器の仕様ごとに設計確認試験を行い，判定基準を満足しなければ

ならない。 

b) 設計確認試験の種類は，次の 1)及び 2)による。 

1) 5.6.2 に規定する破裂試験 

2) 5.6.3 に規定する圧力サイクル試験 

c) 設計確認試験に用いる試験体は，設計確認試験の種類に応じて，次の 1)フルスケール試験体又

は 2)サブスケール試験体とする。 

1) フルスケール試験体 製作する複合圧力容器と材料，形状・寸法，加工方法，構造，検査方

法及び製作に使用する設備がすべて同一の試験体とする。  

2) サブスケール試験体 フルスケール試験体の胴部の長さを短くした試験体とする。サブス

ケール試験体の胴部の長さは，胴部の応力分布に影響を与えない長さ以上とする。 

 

5.6.2 破裂試験 

破裂試験は，次の a)及び b)による。 
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a) 試験の方法 

試験の方法は，次の 1)～6)による。 

1) 試験体はフルスケール試験体とし，試験体の個数は 1 個とする。 

2) 試験は設計温度で行う。ただし，破裂圧力を温度補正する場合は，設計温度以外の温度で試

験を行ってもよい。 

3) 試験は非水槽式とし，試験体に気相部が残らないように腐食性及び危険性のない液体（イオ

ン交換水等をいい，以下「試験液体」という。）を充満させた後，加圧装置を用いて均等な

速度で徐々に圧力を加え，試験体が破壊するまで昇圧する。 

4) 昇圧速度は，最小破裂圧力の 80%を超える圧力では毎秒 0.35MPa 以下とする。 

5) 破裂圧力は，圧力計等で目視により確認するとともに，チャート等で記録する。 

6) 試験で得られる破裂圧力は，式(10)により，計算厚さにおける破裂圧力に補正する。 

              P1=P2
P4

P3
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（10） 

ここで， P1： 計算厚さにおける破裂圧力（MPa） 

 P2： 破裂試験における破裂圧力（全厚さにおける破裂圧力）

（MPa） 

 P3： 有限要素法等の適切な解析手法により算出した全厚さにお

ける破裂圧力（MPa） 

 P4： 有限要素法等の適切な解析手法により算出した計算厚さに

おける破裂圧力（MPa） 

 

b) 判定基準 

計算厚さにおける破裂圧力の判定基準は，最小破裂圧力以上とする（3.15 参照）。 

なお，過去に製造された複合圧力容器と同一仕様の金属ライナー及び樹脂含浸炭素繊維層で

あり，かつ胴の長さ以外の形状・寸法，構造，検査方法及び製作に使用する設備がすべて同一

の場合は，過去の試験結果を示すことで，破裂試験は不要とする。ここで，胴部は応力分布が

変化しない長さ以上とする。ただし，樹脂含浸炭素繊維層のワインディングにおいて，炭素繊

維の体積含有率が変化する場合は，改めて破裂試験を実施する。 

 

5.6.3 圧力サイクル試験 

試験はフルスケール試験体を用い，次の a)及び b)による。 

a) 試験の方法 

試験の方法は，次の 1)～4)による。 

1) 試験体の個数は，1 個とする。 

2)  試験は非水槽式とし，試験体に試験液体（試験中は，試験液体を適切に管理する。）を充満

させた後，加圧装置を用いて試験圧力の 10%以下から試験圧力までの圧力範囲で，毎分 10

回以下で圧力サイクルを負荷する。 

3)  試験圧力は常用の圧力とし，試験は常用の温度で行う。 



KHKS 0225:2024 
書面投票用 

13 
著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

4)  試験中は，圧力範囲，圧力サイクル数及び外表面温度を，測定器具等により連続的に測定し，

チャート等で記録する。 

b) 判定基準 

圧力サイクル試験の判定基準は，次の 1)及び 2)とする。 

1)  試験圧力サイクル回数 Np が，5.4.2 の疲労寿命解析で得られる繰返し回数 Nf より大きい値

である。 

2) 試験は 漏洩するまで行い，漏洩箇所が胴部であることを確認する。 

 

5.7 材料の許容引張応力 

5.7.1 金属ライナー材料の許容引張応力 

設計温度における金属ライナー材料の許容引張応力は，複合圧力容器の製作者が保証する設計温

度における 0.2%耐力の 1/1.5 以下の値とする。 

 

5.7.2 樹脂含浸炭素繊維層の炭素繊維の許容引張応力 

樹脂含浸炭素繊維層の炭素繊維の許容引張応力は，複合圧力容器の製造者が定める，常温における

樹脂含浸炭素繊維中の炭素繊維の引張強さの保証値 2)の 1/2.0 以下の値とする。 

注 2) 炭素繊維の製造者が提示する炭素繊維の引張強度に比べて，複合圧力容器が破裂するときの

炭素繊維の引張強度は大きく低下する。複合圧力容器の製造者は，破裂試験や応力解析によ

り炭素繊維の引張強度の低下を適切に見積り，最小破裂圧力時の炭素繊維の引張強度の保証

値を決める必要がある。 

 

5.8 材料の縦弾性係数及び線膨張係数 

5.8.1 金属ライナー材料の縦弾性係数及び線膨張係数 

設計温度における金属ライナー材料の縦弾性係数及び線膨張係数の値は，特定設備検査規則の機

能性基準の運用について 別添 1 特定設備の技術基準の解釈 第 12 条による。 

 

5.8.2 樹脂含浸炭素繊維層の縦弾性係数 

設計温度における樹脂含浸炭素繊維層の縦弾性係数の値は，設計温度における炭素繊維の縦弾性

係数，樹脂の弾性係数及び樹脂含浸炭素繊維層の炭素繊維の体積含有率を用い，複合則に基づき算定

する等の適切な方法により得られた値とする。 

解析に用いる樹脂含浸炭素繊維層の縦弾性係数は，炭素繊維の巻き付け方法も考慮した異方性の

縦弾性係数を適切に設定する。 

 

6 加工 

6.1 材料の切断 

金属ライナーの材料の切断は，機械的方法又は熱的方法による。熱的方法で切断した場合は，スラ

グ，有害な変質部，熱硬化部等を機械的方法により除去する。 
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6.2 金属ライナーの成形 

金属ライナーの成形は，スピニング加工，エルハルト式，カッピング式，マンネスマン式等の適切

な方法を用いて，冷間加工又は熱間加工によって一体（金属ライナーの胴部及び鏡部に接合がないこ

とをいう。）で成形する。熱間加工により成形する場合には，固溶化熱処理温度以下の温度で行う。 

 

6.3 金属ライナーの成形後の熱処理 

金属ライナーの成形後の熱処理は，次の a)～c)による。 

a) 熱処理は，JIS H 0001 の記号 T6 に対応する溶体化処理後人工時効硬化処理に対応する熱処理

とする。 

b) 熱処理温度及び保持時間は，金属ライナーの厚さ等の形状・寸法に応じて，材料規格等に従っ

て定めた適切な条件とする。 

c) 熱処理の方法は，次の 1)～3)による。 

1) 熱処理は，金属ライナー全体を一度に熱処理炉に入れて行う。 

2) 熱処理温度は，金属ライナーに設置する熱電対を含め，熱処理炉に設置する複数の熱電対で

管理する。 

3) 昇温速度，降温速度，任意の 2 点間の最大温度差，熱処理炉への出入れの温度条件等の熱処

理の方法は，設計仕様書に定められた方法による。 

 

6.4 金属ライナーの機械試験 

6.4.1 一般 

金属ライナーの機械試験は，次の a)～d)による。 

a) 試験板は，金属ライナーの成形前の同一ロットの材料から，同一形状の金属ライナーで，同一

熱処理炉による金属ライナーの成形後の同時熱処理毎に，1 個の試験板を作成する。 

b) 試験板は，金属ライナーの成形後の熱処理と同時に，同一熱処理炉で熱処理を行う。ここで，

熱処理の方法等は 6.3 の規定による。 

c) 試験板は，金属ライナーの胴部の長手方向に相当する位置より採取し，b)の熱処理後，金属ラ

イナーの素材の材料規格に規定する試験の種類，試験片の種類，採取位置，試験片の採取方向

及び試験片の数量に従って試験片を採取する。 

d) 機械試験は，6.4.2 の常温における引張試験，6.4.3 の設計温度における引張試験及びその他材

料仕様書で定める試験とする。 

 

6.4.2 常温における引張試験 

常温における引張試験は，次の a)及び b)による。 

a) 試験は常温で行い，機械試験の方法は，金属ライナー素材の材料規格の規定による。 

b) 試験により得られた引張強さ，0.2%耐力及び伸びの値は，複合圧力容器の製作者が保証する常

温における最小規定値以上とする。 
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6.4.3 設計温度における引張試験 

設計温度における引張試験は，次の a)及び b)による。 

a) 試験は設計温度で行い，試験の種類は高温引張試験とする。高温引張試験の方法は，設計仕様

書等で定める方法とする。 

b) 試験により得られた 0.2%耐力の値は，複合圧力容器の製作者が設定する設計温度における最

小規定値以上とする。 

 

6.5 金属ライナーの口金部のねじ加工 

金属ライナーの口金部のねじ加工は，次の a)及び b)による。 

a) ねじは平行ねじとする。 

b) ねじ山はきれいに切削され，割れ，剥離，かえり等の有害な欠陥がないことを確認する。 

 

6.6 金属ライナーの電位差腐食防止措置 

複合圧力容器において，金属ライナーと樹脂含浸炭素繊維層との間に防食層を設ける等の適切な

電位差腐食防止措置を施す。 

 

6.7 ワインディング 

ワインディングは，次の a)～c)による。この規定は，樹脂含浸炭素繊維層及び保護層又は防食層に

使用する樹脂含浸ガラス繊維層に適用する。 

a) ワインディングの層数は，樹脂含浸炭素繊維層にあっては 3 層以上とする。 

b) ワインディングの継目部の重なりの長さは，繊維の巻き付け，剥離の防止等に対して十分な長

さとし，最外層に継目部を設けてはならない。 

c) ワインディングは，複合圧力容器の設計に対応して複合圧力容器の製造者が定めた施工条件

に従って行う。ここで，施工条件は，次の 1)～3)による。 

1) ワインディングパターン（巻き付け角度，層数，フープ巻き又はヘリカル巻きの区別等）  

2) 巻き付け方法ごとの巻き付け作業時に繊維に作用させる張力 

3) 巻き付け方法ごとの巻き付け速度 

 

6.8 樹脂の熱硬化処理 

樹脂の熱硬化処理は，次の a)～c)による。 

a) 樹脂の熱硬化処理温度は，樹脂含浸炭素繊維層及び金属ライナーの材料特性（組織，結晶粒，

機械的性質等）に影響を与えない温度とする。 

b) 熱硬化処理は，樹脂の全表面が均一に加熱されるように複合圧力容器の内部，外部又は内外部

から行う。部分的な熱硬化処理は行わない。 

c) 熱硬化処理は，樹脂含浸炭素繊維層の厚さ等の寸法形状に対応して複合圧力容器の製造者が

定めた加熱方法，加熱温度，保持時間等の熱硬化処理条件に従って行う。 
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6.9 自緊処理 

自緊処理は，次の a)～c)による。 

a) 自緊処理は，耐圧試験圧力以上の圧力を水圧により負荷して行う。 

b) 自緊処理圧力は，除荷後に金属ライナーの再降伏を生じない圧力とする。 

c) 自緊処理は，金属ライナーの厚さ等の形状・寸法に対応して，複合圧力容器の製作者が定めた

自緊処理圧力，保持時間等の自緊処理条件に従って行う。 

 

7 構造 

複合圧力容器の構造は，次の a)及び b)による。 

a) 複合圧力容器には，胴の内径にかかわらず，検査等を行うために必要な大きさの穴を設ける。

穴の位置は，複合圧力容器の端部のみとし，穴の中心線は複合圧力容器の胴部の中心線に一致

するものとし，胴部には穴を設けない。 

b) 複合圧力容器の金属ライナーの鏡部は，等張力測地線に基づく形状（鏡部の樹脂含浸炭素繊維

層に生じる張力が等しくなり，繊維の直角方向に作用するせん断力がゼロとなる鏡部の形状

をいう。）とする。また金属ライナーの鏡部と樹脂含浸炭素繊維層の間に剥離，すべり等が生

じない形状とする。 

 

8 検査 

8.1 設計の検査の方法 

 複合圧力容器の設計の検査は，特定設備検査規則の機能性基準の運用について 別添 1 特定設備

の技術基準の解釈 第 49 条第 1 項に基づき，材料仕様書，設計仕様書，設計書及び構造図により，

4～7 の規定に適合していることを検査する。 

 

8.2 材料の検査 

8.2.1 材料の外観 

複合圧力容器の材料の外観は，特定設備検査規則の機能性基準の運用について 別添 1 特定設備

の技術基準の解釈 第 50 条による。 

8.2.2 材料の検査の方法 

材料の検査の方法は，特定設備検査規則の機能性基準の運用について 別添 1 特定設備の技術基

準の解釈 第 52 条による。材料の検査は，耐圧部分の材料及び材料仕様書に記載の材料（防食層，

保護層等の非耐圧部分の材料を含む。）に対して行う。 

 

8.3 加工の検査 

8.3.1 金属ライナーの加工の検査 

金属ライナーの検査は，次の a)～c)による。なお，a)及び b)は，金属ライナーの熱処理前に検査を

行う。 

a) 金属ライナーの鏡部の内面について内視鏡を用いた目視等により外観検査を行う。金属ライ

ナーの鏡部の内面には，有害なしわ等の欠陥があってはならない。 
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b) 金属ライナーの鏡部の外面について浸透探傷試験を行う。浸透探傷試験の方法は，JIS Z 2343-

1 による。浸透探傷試験の判定基準は，特定設備検査規則の機能性基準の運用について 別添

1 特定設備の技術基準の解釈 第 65 条第 2 項による。 

c) 金属ライナーの胴部の軸に垂直な断面における最大外径と最小外径との差は，当該断面にお

ける基準外径の 1/10 以下とする。 

 

8.3.2 複合圧力容器の加工の検査 

複合圧力容器の加工の検査は，次の a)～c)による。 

a) 材料の切断，成形その他の加工は，加工後の材料の表面に使用上有害な傷，打こん，腐食等

の欠陥がないようにしなければならない。 

b) 加工は，6.2～6.9 の規定に適合していなければならない。 

c) 金属ライナーの鏡部を成形した場合における鏡部の寸法の基準寸法に対する偏差は，胴部と

の接続部における内径の 1.25％以下とする。 
 

8.3.3 加工の検査の方法 

加工の検査の方法は，特定設備検査規則の機能性基準の運用について 別添 1 特定設備の技術基

準の解釈 第 54 条第 1 項に基づき，次の a)～l)による。 

a) 金属ライナーの加工後の材料が，8.3.1 a)の規定に適合しているか，目視により検査する。 

b) 主要寸法は寸法測定器等を用いて測定し，構造図どおりであるか検査する。 

c) 金属ライナーの成形後の外面の非破壊試験が，8.3.1 の規定に適合しているか，非破壊試験機

を用いて 8.3.1 b)に規定する試験方法により行う。 

d) 8.3.1 a)の金属ライナーの成形後における鏡部の内面しわの検査は，限度見本のしわ形状（明ら

かに割れ形状のしわを有する限度見本を除く。）と同等以下であるか，内視鏡を用いて目視検

査等により検査する。この場合において，限度見本は設計確認試験に合格した試験体等より作

成する。 

e) 金属ライナーの胴部の軸に垂直な断面における最大外径と最小外径との差及び金属ライナー

の鏡部を成形した場合における鏡部の寸法の基準寸法に対する偏差が，8.3.1 c)及び 8.3.2 c)の

規定に適合しているか，寸法測定器等により検査する。 

f) 金属ライナーの成形後の材料の熱処理及び機械試験の試験板の熱処理が，設計書又は構造図

に規定の熱処理条件並びに 6.3 及び 6.4.1 b)の規定に適合しているか，熱処理温度及び熱処理

時間を示す熱処理温度チャート等により検査する。 

g) 金属ライナーの成形後の材料の機械試験が，6.4.2 b)及び 6.4.3 b)の規定に適合しているか，引

張試験機，寸法測定器等を用いて 6.4.1 d)に掲げる試験方法により検査する。 

h) 6.5 b)の金属ライナーの口金部のねじ加工後の検査は，ねじ加工後の材料の表面に使用上有害

な欠陥等がないことを目視検査等により検査する。  

i) 6.6 の電位差腐食防止措置の検査は，防食層として設けた塗膜又は樹脂含浸ガラス繊維層の厚

さについて，寸法測定器等を用いて測定し，構造図どおりであるか検査する。また，膜外面に

ついて，ピンホール検出器等により異常がないことを確認する。 
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j) 6.7 a)及び c)のワインディングの検査は，次の 1)～3)により設計書又は構造図に規定の施工条

件どおりであるか検査する。 

1) ワインディングパターンを寸法測定器，目視，層毎の巻き付け記録等により確認する。 

2) 巻き付け方法毎のワインディング時の繊維の張力及び巻き付け速度を，張力計等を用いて

計測する。 

3) 樹脂含浸炭素繊維層及び保護層の層ごとの厚さを，寸法測定器等によりワインディング時

に測定する。ワインディング時に厚さを測定しない場合は, 構造の検査において 8.4.4 c) に

より樹脂含浸炭素繊維層及び保護層の厚さを測定する。 

k) 6.8 c)の樹脂の熱硬化処理の検査は，熱硬化処理の加熱方法，加熱温度及び保持時間を，熱硬

化処理記録チャート等により確認し，設計仕様書又は構造図に規定の熱硬化処理条件に適合

しているか検査する。 

l) 6.9 c)の自緊処理の検査は，加圧装置を用いて水圧により自緊処理圧力まで均等な速度で徐々

に加圧し，設計書又は構造図に規定の自緊処理圧力で保持時間以上保持しているか，目視又は

自緊処理圧力及び保持時間を示す自緊処理記録チャートにより検査する。 

 

8.4 構造の検査 

8.4.1 胴の真円度 

複合圧力容器（試験体を含む。）の胴部及び樹脂含浸炭素繊維層の真円度は，胴部の軸に垂直な断

面における最大外径と最小外径との差が，それぞれ当該断面における基準外径の 1/10 以下とする。

なお，樹脂含浸炭素繊維層の外側に保護層を有する場合の最大外径，最小外径及び基準外径は，保護

層の最大外径，最小外径及び基準外径とする。  

 

8.4.2 耐圧試験 

複合圧力容器の耐圧試験は，次の a)～c)による。 

a) 複合圧力容器は，設計圧力の 1.25 倍以上の圧力で常温の試験液体を使用して耐圧試験を行

う。 

b) 耐圧試験は，耐圧試験装置を用いて試験圧力まで昇圧し，複合圧力容器の内部が試験圧力に

なったことを確認した後，大気圧まで降圧し，目視等による検査を行う。 

c) 耐圧試験は，局部的なふくらみ又は伸び，漏れ等の異状が生じない場合に合格とする。 

 

8.4.3 気密試験 

複合圧力容器の気密試験は，次の a)～c)による。  

a) 窒素又はヘリウム等の安全な常温の気体を使用して設計圧力以上の圧力で行う。なお，使用

ガスの特性に基づき，適切な試験方法を選定して実施する。 

b) 気密試験は，気密試験装置を用いて試験圧力まで昇圧して複合圧力容器等の内部が試験圧力

になったことを確認した後，検査条件を考慮して，目視，発泡検査及び発泡試験と同等以上

の検知ができるガス検知器等のうち適切な方法により検査を行う。 

c) 気密試験は，漏れ等の異状が生じない場合に合格とする。 
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8.4.4 構造の検査の方法 

構造の検査の方法は，特定設備検査規則の機能性基準の運用について 別添 1 特定設備の技術基

準の解釈 第 52 条第 1 項に基づき，次の a)～e)による。 

a) 複合圧力容器等の各部の形状等は，6.2，6.5，6.6，8.4.1 の規定並びに構造図に適合しているか，

目視，寸法測定器等により検査する。 

b) 金属ライナーの厚さは，超音波厚み計，寸法測定器等により測定する。なお，鏡部の厚さが位

置によって異なる厚さを有する形状の場合には，等間隔に分割した複数の点で厚さを測定す

る。 

c) 複合圧力容器等の樹脂含浸炭素繊維層及び保護層の厚さは，構造図に適合しているか，次の 1)

～3)により検査する。ただし，8.3.3 j) 3)により，ワインディング時に複合圧力容器等の樹脂含

浸炭素繊維層及び保護層の層ごとの厚さを測定した場合を除く。  

1) 試験体の胴部及び鏡部を切断器等により切り出し，当該断面での樹脂含浸炭素繊維層及び

保護層の厚さを寸法測定器等により測定して，樹脂含浸炭素繊維層と保護層の厚さの比率

を求める。ここで，試験容器からの切り出しによる断面部の厚さ測定は，胴部にあっては等

間隔で 4 点，鏡部にあっては直角に交わる 2 断面で切断して円周方向の等位置で 4 点測定

し，それぞれの平均値を測定厚さとする。 

2) 複合圧力容器の樹脂含浸炭素繊維層と保護層の全厚さを寸法測定器等により測定する。 

3) 複合圧力容器の樹脂含浸炭素繊維層と保護層の全厚さに，試験容器の樹脂含浸炭素繊維層

と保護層の厚さの比率を乗じて，樹脂含浸炭素繊維層及び保護層のそれぞれの厚さを算出

する。 

d) 耐圧試験は，耐圧試験装置を用いて昇圧し，複合圧力容器等の内部が試験圧力になったことを

確認した後，大気圧まで降圧し，8.4.2 c)の規定に適合しているか，目視等により検査する。こ

の場合において使用する試験液体の温度は，常温とする。 

e) 気密試験は，気密試験装置を用いて試験圧力まで昇圧して複合圧力容器等の内部が試験圧力

になったことを確認した後，8.4.3 c)の規定に適合しているか，検査条件等を考慮して，目視，

発泡検査及び発泡検査と同等以上の検知ができるガス漏れ検知器等のうち適切な方法により

検査する。この場合において使用する気体は，窒素又はヘリウム等の安全な常温の気体とする。 
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附属書 A 

（規定） 

複合圧力容器の胴部に対象を限定しない場合の圧力サイクル試験 

 

A.1 適用範囲 

この附属書では，複合圧力容器の胴部に対象を限定しない場合の圧力サイクル試験（試験による

設計）を規定する。基本事項は，次の a)～d)による。 

  a) 金属ライナー及び樹脂含浸炭素繊維層の応力解析は，5.2.1～5.2.3 による。 

  b) 複合圧力容器の破裂試験は，5.6.2 による。 

 c) 圧力サイクル試験は，5.6.3 及び A.2 による。 

 d) 金属ライナー口金のねじ部は，附属書 B による。 

 

A.2 圧力サイクル試験 

圧力サイクル試験は，フルスケール試験体又はサブスケール試験体を用い，次の a)～c)による。 

a) 試験の方法 

試験体の個数以外の試験の方法は，5.6.3 による。 

b) 試験体の個数及び試験圧力サイクル数 

試験体の個数は 1)，試験圧力サイクル数は 2)とする。 

1)  試験に供する試験体の個数は，2 個～5 個を選択する。 

2)  試験圧力サイクル数 N は，試験体の個数に対応して式(A.1)から得られる回数以上で，漏洩

するまでの回数（ただし，最大 2N 回）とする。 

N＝Kn ND ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（A.1） 

ここで，   Kn： 試験体の個数 n に対応する係数 

n=2 の場合  Kn = 4.0 

n=3 の場合  Kn = 3.5 

n=4 の場合  Kn = 3.0 

n=5 の場合  Kn = 2.6 

                                   ND： 設計圧力サイクル数（回） 

c) 判定基準 

圧力サイクル試験の判定基準は，次の 1)及び 2)とする。 

1)  n 個の全ての試験体が，試験圧力サイクル数 N 回まで破裂又は漏洩が生じない。 

2)  1 個の試験体が，試験圧力サイクル数 2N 回で打ち切るまで，又は漏洩が生じるまで試験を

継続し，試験体が破裂しないことを確認する。 

  



KHKS 0225:2024 
書面投票用 

21 
著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

附属書 B 

（規定） 

複合圧力容器の金属ライナー口金のねじ部の解析 

 

B.1 適用範囲 

この附属書では，複合圧力容器の金属ライナー口金のねじ部の解析を規定する。基本事項は，次

の a)～d)による。 

 a) ねじ部の静強度評価は，B.2 による。 

 b) ねじ部には，破裂前漏洩解析は適用しない。 

 c) ねじ部の疲労寿命解析は，B.3 による。 

 d) ねじ部の亀裂進展解析は，B.4 による。 

 

B.2 ねじ部の静強度評価 

ねじ部は，設計圧力及び設計温度において KHKS 1222 等の適切な方法によって静強度評価を行

い，ねじ部に生じる応力が KHKS 1222 等の適切な方法で定める許容限界値以下となることを確認

する。 

 

B.3 ねじ部の疲労寿命解析 

ねじ部は，5.4.2 及び 5.5 に基づき疲労寿命解析を行う。 

 

B.4 ねじ部の亀裂進展解析 

   ねじ部は，5.4.3 に基づき亀裂進展解析を行う。 
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附属書 C 

（規定）  

複合圧力容器の公式による厚さの設定方法 

 

C.1 適用範囲 

この附属書では，自緊処理する複合圧力容器の円筒胴を対象として，金属ライナー及び樹脂含浸繊

維層の厚さを適切な公式によって設定する方法を規定する（参考文献[1]～[3]）。定式化に際して複合

圧力容器を薄肉と仮定し，応力とひずみが厚さ方向に等分布とする。 

 

C.2 複合圧力容器の公式による厚さの設定方法 

C.2.1 公式に用いるモデルと用語 

公式に用いるモデルを図 C.1 に，樹脂含浸炭素繊維層の構成を図 C.2 に，用語の定義を次に示

す。添字 L は金属ライナー，添字 F は樹脂含浸繊維層，応力 σ，ひずみ ε及び縦弾性係数 E の添字

θは周方向，z は軸方向，r は径方向を意味する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ： 圧力 (MPa) 

PD ： 複合圧力容器の設計圧力 (MPa) 

PB ： 複合圧力容器の破裂圧力 (MPa) 

PL ：金属ライナーが分担する圧力 (MPa) 

PF ：樹脂含浸繊維層が分担する圧力 (MPa) 

R ：複合圧力容器の代表半径 (mm)  

Ri ：複合圧力容器（金属ライナー）の内半径 (mm) 

Ro ：複合圧力容器の外半径 (mm) 

φ ： 樹脂含浸繊維層のヘリカル巻きの繊維方向と軸方向がなす角度 (°) 

tL  ：金属ライナーの厚さ (mm)  

tf  ：フープ層の厚さ (mm)  

図 C.1－複合圧力容器のモデル 

（円筒胴の横断面） 

図 C.2－樹脂含浸繊維層の構成 

フープ層   tf       φ= 90°(参考) 

ヘリカル層  th       φ：任意  

樹脂含浸繊維層  tF = tf + th 

樹脂含浸繊維層 

（添字 F） 

金属ライナー 
（添字 L） 

P 

角度 φ 

 

 

ヘリカル層 

フープ層 

金属ライナー 

 

φ 
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th ：ヘリカル層の厚さ (mm) 

tF ：樹脂含浸繊維層の厚さ (mm)（tF =tf + th） 

 EL ：金属ライナーの縦弾性係数 (N/mm2) 

  EF ：樹脂含浸繊維層の繊維方向縦弾性係数 (N/mm2) 

  Ef ：樹脂含浸繊維層の繊維の繊維方向縦弾性係数 (N/mm2) 

EθF ：樹脂含浸繊維層の周方向等価縦弾性係数 (N/mm2)    

EzF ：樹脂含浸繊維層の軸方向等価縦弾性係数 (N/mm2) 

Vf ：樹脂含浸繊維層の繊維の体積含有率（%） 

νL ：金属ライナーのポアソン比（弾性変形の場合は 1/3，塑性変形の場合は 1/2） 

 νF  : 樹脂含浸繊維層のポアソン比（適切な文献値を使用する。一例としては 0.25~0.304）  

 σθL  : 金属ライナーの周方向応力 (N/mm2) 

 σzL  : 金属ライナーの軸方向応力 (N/mm2) 

 σθF  : 樹脂含浸繊維層の周方向応力 (N/mm2) 

 σzF  : 樹脂含浸繊維層の軸方向応力 (N/mm2) 

 σY  : 設計温度における金属ライナーの降伏強度（降伏点又は 0.2%耐力） (N/mm2) 

σa  : 設計温度における金属ライナーの許容引張応力 (N/mm2) 

σeq  : 相当応力 (N/mm2) 

 εθL  : 金属ライナーの周方向ひずみ 

 εzL  : 金属ライナーの軸方向ひずみ 

 εθF  : 樹脂含浸繊維層の周方向ひずみ 

 εzF  : 樹脂含浸繊維層の軸方向ひずみ 

 εθ ：複合圧力容器の周方向ひずみ 

 εz：複合圧力容器の軸方向ひずみ 

 εr：複合圧力容器の径方向ひずみ 

 ε ：複合圧力容器のひずみ（圧力－ひずみ関係の表示） 

 εY  : 設計温度における金属ライナーの降伏ひずみ 

 α ：自緊処理において金属ライナーの変形を設定する定数 

 

C.2.2 材料の構成方程式 

C.2.2.1 金属ライナー 

 ライナーを構成する金属は，等方等質の弾完全塑性体を仮定する。構成方程式は，式(C.1)及び式

(C.2)による。 

   σL < σY の場合 σL = ELεL   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.1) 

   σL ≥ σY の場合 σL = σY      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.2) 

 

C.2.2.2 樹脂含浸繊維層 

a) 縦弾性係数 

 樹脂含浸繊維層は，繊維と樹脂で構成される。樹脂含浸繊維層の縦弾性係数の算出には，複合則を
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適用するが，繊維の繊維方向縦弾性係数は樹脂の縦弾性係数よりも十分に大きいため，樹脂含浸繊維

層の繊維方向縦弾性係数 EFは，式(C.3)で近似できる。 

   EF = EfVf                      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.3) 

式(C.3)では，樹脂含浸繊維層の繊維直角方向の縦弾性係数をゼロと見做している。 

 

b) 縦弾性係数の異方性 

 樹脂含浸繊維層は，フープ層とヘリカル層で構成されるため，樹脂含浸繊維層の周方向等価縦弾性

係数 EθF と軸方向等価縦弾性係数 EzF には異方性がある。EθF 及び EzF は，式(C.4)及び式(C.5)による。 

   EθF = 
EFtf + EF sin2φ th

tf + th
          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.4) 

   EzF = EF cos2φ               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.5) 

 

C.2.3 周方向の基礎式 

 以下，複合圧力容器の円筒胴は，両端閉じを仮定する。周方向の基礎式は，次の a)～e)による。 

a) ひずみ 

1) 金属ライナー（εθL） 

   εθL = 
2πሺ R +∆Rሻ -  2πR

2πR
 = 

∆R

R
 = 

σθL

EL
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.6) 

 

2) 樹脂含浸繊維層（εθF） 

   εθF = 
2πሺR + ∆Rሻ - 2πR

2πR
 = 

∆R

R
 = 

σθF

EθF
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.7) 

 

3) 複合圧力容器（εθ） 

   εθ = εθL = εθF = 
σθL

EL
 = 

σθF

EθF
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.8) 

 

b) 力の釣り合い 

   PR = σθLtL + σθFtF             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.9) 

 

c) 応力 

1) 金属ライナー（σθL） 

   σθL = EL

tLEL + tFEθF
PR            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.10) 

 

2) 樹脂含浸繊維層（σθF） 

   σθF = 
EθF

tLEL + tFEθF
PR          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.11) 
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d) 圧力の分担 

   P = σθLtL
R

 + σθFtF
R

 = PL + PF   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.12) 

 

e) 圧力－ひずみ関係（P- εθ） 

   P = tLEL
R
εθL + tFEθF

R
εθF = tLEL  +tFEθF

R
εθ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.13) 

 

C.2.4 軸方向の基礎式 

 軸方向の基礎式は，次の a)～e)による。 

a) ひずみ 

1) 金属ライナー（εzL） 

   εzL = 
ሺz + Δzሻ-z

z
 = 

∆z

z
 = 

σzL

EL
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.14) 

 

2) 樹脂含浸繊維層（εzF） 

   εzF = 
ሺz + Δzሻ -z

z
 = 

∆z 

z
 = 

σzF

EzF
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.15) 

 

3) 複合圧力容器（εz） 

   εz = εzL = εzF = σzL

EL
 = σzF

EzF
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.16) 

 

b) 力の釣り合い 

   PπR2 = 2πRσzLtL + 2πRσzFtF   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.17) 

 

c) 応力 

1) 金属ライナー（σzL） 

   σzL=
EL

tLEL + tFEzF

PR

2
              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.18) 

 

2) 樹脂含浸繊維層（σzF） 

   σzF = 
EzF

tLEL + tFEzF

PR

2
            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.19) 

 

d) 圧力の分担 

   P = 2σzLtL
R

 + 2σzFtF
R

 = PL + PF    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.20) 
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e) 圧力－ひずみ関係（P- εz） 

   P = 2tLEL
R
εzL + 2tFEzF

R
εzF = 2(tLEL+tFEzF)

R
εz  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.21) 

 

C.2.5 平面応力の基礎式 

 平面応力の基礎式は，周方向の基礎式及び軸方向の基礎式から，次の a)～e)による。 

a) 平面応力の一般的な基礎式（σθ及びσz，σr=0） 

   εθ = 
σθ
Eθ

 - ν
σz

Ez
                   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.22) 

   εz = 
σz

Ez
 - ν σθ

Eθ
                    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.23) 

   εr = -ν ቀ
σθ
Eθ

 + σz

Ez
ቁ                   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.24) 

 

b) 金属ライナーの応力（σθ及びσz） 

1) 樹脂含浸繊維層による応力の低減 

 金属ライナーの周方向応力σθL及び軸方向応力σzLは，式(C.10)及び式(C.18)に示した。式(C.10)及

び式(C.18)より，樹脂含浸繊維層の等価縦弾性係数EθF及びEzFが等しければ，金属ライナーの周方

向応力σθL及び軸方向応力σzLの比σzL σθL⁄ は，式(C.25)に示すように 1/2 である。 

   
σzL

σθL
 = ቀ EL

tLEL + tFEzF

PR

2
ቁ ቀ

EL

tLEL + tFEθF
PRቁൗ  = tLEL +  tFEθF

tLEL + tFEzF

1

2
 = 

1

2
  ・・・・・・・(C.25) 

したがって，樹脂含浸繊維層の軸方向等価縦弾性係数EzFを周方向等価弾性係数EθFより小さく

すれば，次に示すように，σzL σθL⁄ を 1/2 以上にすることができる。 

   
EzF

EθF
 < 1   →   σzL

σθL
 > 

1

2
         

 

2) 等二軸応力状態（σθL = σzL） 

 金属ライナーが等二軸応力状態となる条件は，式(C.10)と式(C.18)を等置することにより得られ，

式(C.26)となる。 

   tLEL+tFEθF=2ሺtLEL+tFEzFሻ  

EzF

EθF
 = 

1

2
ቀ1 - tLEL

tFEθF
ቁ        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.26) 

 

式(C.26)では，次の近似が成立する。 

   tLEL ≪ tFEθF → 
tLEL

tFEθF
 ≒ 0   

したがって，金属ライナーの等二軸応力状態の条件式は，式(C.27)となる。 
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   EzF = 
EθF

2
                     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.27) 

以上をまとめると，金属ライナーの等二軸応力は，式(C.28)~式(C.30)となる。 

   σθL = 
EL

tLEL + tFEθF
PR            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.28) 

   σzL =  
EL

tLEL +ሺtFEθFሻ 2⁄

PR

2
         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.29) 

      σθL ≒ σzL                      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.30) 

 

c) 樹脂含浸繊維層の応力（σθF及びσzF） 

樹脂含浸繊維層の周方向応力σθF及び軸方向応力σzFは，式(C.11)及び式(C.19)に示した。ここで,式

(C.8)及び式(C.16)が成立する。さらに，式(C.30)を考慮すれば，式(C.31)が成立する。 

   σθF ≒ 2σzF                     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.31) 

 

d) 金属ライナーの降伏条件 

 次の 1)で等二軸応力状態を仮定し，2)でトレスカの降伏条件及び 3)でミーゼスの降伏条件を検討

し，この結果から 4)に適用する降伏条件を示す。 

1) 応力状態 

   σθL = σzL , σrL = 0         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.32) 

 

2) トレスカの降伏条件 

   σeq = σθL - σrL =  σθL ൌ σY     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.33) 

 

3) ミーゼスの降伏条件 

   2σeq
2  = ሼሺσθL - σzLሻ2 + ሺσzL - σrLሻ2 + ሺσrL - σθLሻ2ሽ = σzL

2  + σθL
2  = 2σθL

2    

   σeq = σθL = σY            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.34) 

 

4) 降伏条件 

   σθL = σY        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.35) 

 

e) 等二軸応力の基礎式 

 等二軸応力の基礎式は，次の 1)～4)による。 

1) 金属ライナー（σθL = σzL） 

  弾性領域 

   εθL = σθL

EL
 - νL

σzL

EL
 = 1 - νL

EL
σθL  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.36) 

  塑性領域 
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   νL=
1

2
                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.37) 

 

2) 樹脂含浸繊維層（σθF = 2σzF） 

   εθF  = 
σθF

EθF
 - νF

σzF

EzF
 = 

σθF

EθF
 - νF

σzF

EθF 2⁄
 = 

 1 -νF

EθF
σθF   ・・・・・・・・・・・・・・・・(C.38) 

 

3) 複合圧力容器 

   ε = εθL = εθF             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.39) 

 

4) 圧力－ひずみ関係 

 C.2.3 の式(C.13)に示した圧力－ひずみ関係（P-εθ）が，複合圧力容器の圧力－ひずみ関係（P-

ε）の式(C.40)となる。 

   P = tLEL  +  tFEθF
R

εθ = tLEL +  tFEθF 
R

ε   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.40) 

 

C.2.6 圧力－ひずみ線図 

 複合圧力容器の圧力－ひずみ線図を，金属ライナーと樹脂含浸繊維層の圧力分担を併記して，模式

的に図 C.3 に示す。複合圧力容器の圧力－ひずみ線図を，以下の 5 つの状態に分類する。 

 状態 1：弾性負荷 

 状態 2：金属ライナーの降伏 

 状態 3：金属ライナーの自緊処理 

 状態 4：弾性除荷 

 状態 5：再負荷 



KHKS 0225:2024 
書面投票用 

29 
著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

図 C.3－複合圧力容器の圧力-ひずみ線図 

 

 各状態の圧力－ひずみ関係は，次の a)～e)による。添字は各状態の記号を意味する。 

a) 状態 1 

 状態 1 は，圧力を負荷した状態であり，金属ライナーは弾性状態に留まるため，圧力－ひずみ関係

の式(C.41)は，式(C.40)と同じである。 

   P1=
tLEL + tFEθF

R
ε          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.41) 

 

b) 状態 2 

状態 2 は，金属ライナーが降伏を開始した状態であり，圧力－ひずみ関係は，式(C.42)による。 

   σL2 = σθL = σzL = σY  

   εL2 = εY = σY

EL
   

      P2 = tLEL + tFEθF

R
εY        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.42) 

 

c) 状態 3 

 状態 3 は，金属ライナーの自緊処理であり，自緊処理で設定する金属ライナーのひずみを，降伏ひ

ずみの α倍に式(C.43)で規定する。圧力－ひずみ関係は，式(C.44)による。  

   ε3 = εL3 = εF3 = α εY     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.43) 

金属ライナーの降伏圧力 

○印：複合圧力容器 

△印：樹脂含浸繊維層 

□印：金属ライナー 

𝜺𝟏 

自緊処理圧力 
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   σL3 = ELεY 

   σF3 =
EθF

1-νF
εθF=

EθF

1-νF
εF3=

αEθF

1-νF
εY 

  P3 = 
tLEL + α tFEθF

R
εY       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.44) 

 

d) 状態 4 

1) 状態 3 を始点とする圧縮弾性負荷 

 状態 3 の圧力を P3，状態 3 からの圧力除荷分をΔP，ひずみの減少分をΔεとする。圧力－ひず

み関係は，式(C.45)による。 

   P3 = 
tLEL + α tFEθF

R
εY      

   - ΔP = - tLEL + tFEθF 
R

Δε 

   P3 - ΔP = 
tLEL + αtFEθF

R
εY - tLEL + tFEθF

R
Δε     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.45) 

 

2) 完全除荷 

状態 3 の圧力が完全に除荷された場合は，式(C.45)がゼロになる。 

   P3 - ΔP =  0    

   
tLEL + αtFEθF

R
εY = 

tLEL + tFEθF

R
Δε  

ひずみの減少分Δεは，式(C.46)による。 

   Δε = tLEL+αtFEθF
tLEL+tFEθF

εY       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.46) 

 

3) 完全除荷後の残留ひずみ 

 状態 3 のひずみε3は式(C.43)，ひずみの減少分Δεは式(C.46)である。したがって，完全除荷後の

残留ひずみε4は，式(C.47)による。 

   ε4 = ε3 - Δε = αεY - 
tLEL + αtFEθF

tLEL + tFEθF
εY = ሺα-1ሻ tLEL

tLEL + tFEθF
εY    ・・・・・・・・・・・・・・(C.47) 

 

4) 完全除荷後の圧力分担 

   PL4 = 
tLEL

R
ሺεY - ∆εሻ = 

tLEL

R
εY – 

tLEL

R

tLEL + αtFEθF

tLEL + tFEθF
εY  

= - 
ሺα-1ሻ tLELtFEθF

RሺtLEL + tFEθFሻ
 εY            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.48) 
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   PF4 = 
tFEθF

R
ሺαεY - ∆εሻ = 

αtFEθF

R
εY - 

tFEθF

R

tLEL + αtFEθF

tLEL + tFEθF
εY 

          = 
ሺα-1ሻ tLELtFEθF

RሺtLEL + tFEθFሻ
 εY             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.49) 

   PL4 + PF4 = 0                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.50) 

 

5) 完全除荷後の残留応力 

 状態 4 における残留応力（周方向）は，式(C.48)及び式(C.49)から，式(C.51)及び式(C.52)による。 

 

   σθL=
PL4R

tL
=

R

tL
ቄ - 

ሺα - 1ሻ tFEθF

tLEL + tFEθF

tLEL

R
εYቅ= -

ሺα - 1ሻ tFEθF

tLEL + tFEθF
ELεY  ・・・・・・・・・・・(C.51) 

      σθF=
PF4R

tF
=

R

tF
ቄ 

ሺα - 1ሻ tLEL

tLEL + tFEθF

tFEθF

R
εYቅ=

ሺα - 1ሻ tLEL

tLEL + tFEθF
EθFεY    ・・・・・・・・・・・(C.52) 

   σθLtL + σθFtF = 0             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.53) 

 

6) 完全除荷後に金属ライナーが圧縮降伏しない条件 

   |σL4| < ELεY 

   
ሺα - 1ሻ tFEθF

tLEL + tFEθF
ELεY < ELεY 

   α - 1 < tLEL + tFEθF
tFEθF

 

   α < 2 + tLEL
tFEθF

                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.54) 

 

e) 状態 5 

状態 5 は，再負荷であり，状態 4 の残留ひずみを考慮する場合の圧力－ひずみ関係は 1)に，考慮

しない場合は 2)による。 

1) 完全除荷後の残留ひずみε4を考慮する場合   

   P5 = 
tLEL + tFEθF

R
ሺε - ε4ሻ=

tLEL + tFEθF

R
ε - 

ሺα-1ሻ tLEL

R
εY      ・・・・・・・・・・・・・(C.55) 

 

2) 完全除荷後の残留ひずみε4を考慮しない場合 

   P5 = 
tLEL + tFEθF

R
ε             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.56) 

 

C.2.7 薄肉の修正式の適用 

 一般の圧力容器の規格では，薄肉と厚肉の間に薄肉の修正式を適用（参考文献[4]）して，薄肉の式

と厚肉の式の連続性を保っている。この場合，複合圧力容器の代表半径 R は，式(C.57)による。 
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   R = Ri + 0.6ሺtL+tFሻ       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.57) 

複合圧力容器に対しても，式(C.57)を適用する。式(C.57)の適用範囲は0< ሺtL+tFሻ Ri≤0.5⁄ であるた

め，薄肉の修正式が適用される複合圧力容器の内外径比Ro Ri⁄ の範囲は，Ro = Ri + (tL + tF)より，式

(C.58)となる。 

   
Ro

Ri
 = 1+

tL + tF
Ri

 ≤ 1.5          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.58) 

 

C.3 判定基準  

C.3.1 一般 

 5.2.4 には，応力解析結果の判定基準が規定されている。C.3.2～C.3.4 の判定基準は，5.2.4 と整合

している。 

C.3.2 複合圧力容器の判定基準 

a) 複合圧力容器の破裂圧力PB 

 5.6.2 a)に従い，複合圧力容器の破裂圧力PBを破裂試験で測定する。 

 

b) 複合圧力容器の設計圧力PD 

 複合圧力容器の設計圧力PDは，式(C.59)による。 

   PD ≤ 
PB

2
                        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.59) 

設計圧力PDをまず設定して，破裂試験において設計圧力PDの 2 倍を超える圧力を負荷し，破裂しな

いことを確認してもよい。 

 

C.3.3 金属ライナーの判定基準 

a) 金属ライナーが圧縮降伏しない条件 

 状態 4 で，完全除荷後に金属ライナーが圧縮降伏しない条件より，自緊処理時に金属ライナーの変

形を設定する定数 αは，式(C.60)による。 

   α < 2 + tLEL
tFEθF

                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.60) 

 

b) 金属ライナーの判定基準 

 複合圧力容器の設計圧力をPDとすると，金属ライナーの応力は，σθLは式(C.28)及び式(C.61)，σzL

は式(C.29)及び式(C.62)による。 

   σθL = 
EL

tLEL + tFEθF
PDR       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.61) 

   σzL =  
EL

tLEL + ሺtFEθFሻ 2⁄

PDR

2
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.62) 

設計圧力及び設計温度における金属ライナーの許容引張応力σaは，式(C.63)による。 
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   σa = σY                   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.63) 
したがって，金属ライナーの判定基準は，式(C.64)及び式(C.65)となる。 

   σθL < σa                   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.64) 

   σzL < σa                   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.65) 

 

C.3.4 樹脂含浸繊維層の判定基準 

 樹脂含浸繊維層とそれを構成する繊維の判定基準は，特に設定しない。C.3.2 に示す複合圧力容器

の判定基準に包括される。 

 

C.4 計算例  

C.4.1 薄肉の式の適用確認 

 附属書 C は薄肉の式を用いているため，内半径 Ri を一定値 77.581mm として，金属ライナー及び

樹脂含浸繊維層の厚さを変化させ，内半径 Ri 又は代表半径 R（式(C.57)）を用いて，内圧 P を負荷し

た場合の薄肉の式の適用可能性を確認した（参考文献[4]）。結果を表 C.1 に示す。表 C.1 の例題 1 は，

金属ライナーの内半径及び厚さを，NEDO 報告書（参考文献[5]）の 7.5L タイプ 3 複合圧力容器と同

じとしている。表 C.1 中のσθ PሺRiሻ⁄ は内半径 Ri を用いた薄肉の周方向応力，σθ PሺRሻ⁄ は代表半径 R

を用いた薄肉の周方向応力，σθ PሺLaméሻ⁄ は厚肉円筒の内径に発生する周方向応力である。複合圧力

容器を厚肉円筒とした場合の周方向応力を正確に求めるためには，各層の境界条件を考慮した連立

一次方程式を解く必要があるが（参考文献[6]），表 C.1 は相対比較が目的なので，薄肉及び厚肉とも

に，等方性弾性の式を用いている。 

 表 C.1 より，Ro/Ri が 1.3 程度までは，σθ P⁄ ሺRiሻとσθ P⁄ ሺLaméሻはまずまずの一致が得られている

が，それ以上では両者の差は無視できない。一方，代表半径を用いた場合は，Ro/Ri が 2.0 でもσθ PሺRሻ⁄

と，σθ PሺLaméሻ⁄ の一致は良好である。 

 

表 C.1－薄肉の式の適用可能性 
tL (mm) 2.032 [5] 2.032 6.096 8.128 19.202 25.542 

tf (mm) 3.0 6.0 9.0 14.2 18.0 24.0 

th (mm) 3.5 7.0 10.5 16.5 21.0 28.0 

tF (mm) 6.5 13.0 19.5 30.7 39.0 52.0 

Ri (mm) 77.581 [5] 77.581 77.581 77.581 77.581 77.581 

Ro (mm) 86.113 92.613 103.177 116.389 135.783 155.123 

R (mm)  82.7 86.6 92.9 100.9 112.5 124.1 

Ro / Ri 1.110 1.194 1.330 1.500 1.750 2.000 

R / Ri 1.066 1.116 1.194 1.300 1.450 1.600 

σθ P⁄ ሺRiሻ 9.09 5.16 3.03 2.00 1.33 1.00 

σθ P⁄ ሺRሻ 9.69 5.76 3.63 2.60 1.93 1.60 

σθ P⁄ ሺLaméሻ 9.62 5.71 3.60 2.60 1.97 1.67 

備考 例題 1 － 
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 実際の複合蓄圧器の例として，NEDO 報告書（参考文献[5]）に示されている，金属ライナーの内半

径及び厚さが表 C.1 のケース 1 より大きな 76L タイプ 3 複合圧力容器を取り上げ，内半径 Ri 又は代

表半径 R を用いて，内圧 P を負荷した場合の薄肉の式の適用可能性を確認した。結果を表 C.2 に示

す。表 C.2 中のσθ PሺRiሻ⁄ ，σθ PሺRሻ⁄ 及びσθ PሺLaméሻ⁄ は，表 C.1 と同じである。NEDO 報告書（参考

文献[5]）には樹脂含浸繊維層（81 層）の厚さは示されていないが，仮に 29.5mm 程度とすると，

Ro Ri=1.323⁄ ，𝑅 𝑅୧ ൌ 1.194⁄ となり，内半径を用いた薄肉の式が使用できる限度近くの厚さとなって

いる。 

表 C.2－内半径 Ri を変化させた場合の薄肉の式の適用可能性 

tL (mm) 2.032 [5] 17.7 [5] 

tF (mm) 6.5 29.5 (推定) 

Ri (mm) 77.581 [5] 146.0 [5] 

Ro (mm) 86.113 193.2 

R (mm) 82.7 174.3 

Ro / Ri 1.110 1.323 

R / Ri 1.066 1.194 

σθ P⁄ ሺRiሻ 9.09 3.093 

σθ P⁄ ሺRሻ 9.69 3.693 

σθ P⁄ ሺLaméሻ 9.62 3.663 

備考 例題 1（表 C.1 再録） 
NEDO 報告書 76L タイプ

（参考文献[5]） 

 

C.4.2 例題 1 

複合圧力容器の圧力－ひずみ線図を図 C.3 に再録する。附属書 C の手順に従って，表 C.1 の例題

1 について，圧力－ひずみ線図の状態 1~状態 5 を計算した例を，表 C.4~表 C.9 に示す。計算例は，

内半径 Ri（識別記号 1a）及び代表半径 R（識別記号 1b）の両方を用いた計算結果を比較するが，表

C.1 に示すように，設計では，内半径 Ri又は代表半径 R のどちらを用いてもよい。以下の数値の説

明は，内半径 Riの結果である。 

計算に用いた複合圧力容器の各材料の機械的性質を，表 C.3 に示す。設計圧力 PDは 40MPa，ヘリ

カル角度は 15°である。 

 
表 C.3－各材料の機械的性質 

対象 

項目 金属ライナー 樹脂含浸繊維層 注記 

材料 
アルミニウム合金 

(6061-T6) 
炭素繊維 － 

例題 1 

縦弾性係数 (1 000×N/mm2) 69 (EL) 

255 (Ef) 

165.8 (EF) 

82.5 (EθF) 

 

式(C.3) 

式(C.4) 

ポアソン比 (－) 0.33 (νL) 0.28 (νF) － 

繊維体積含有率 (Vf) (%) － 65 － 

ヘリカル角度 (°) － 15 － 

降伏強度 (N/mm2) 303 (σY) － － 

降伏ひずみ (εY = σY EL⁄ ) (%) 0.439  － － 

許容引張応力 (σa = σY) (N/mm2) 303  － 式(C.61) 
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図 C.3－複合圧力容器の圧力-ひずみ線図（再録） 

 

表 C.4 は，状態 1（弾性負荷）及び 状態 2（金属ライナーの降伏）の計算結果である。降伏ひず

みεYは 0.439%なので金属ライナーは圧力 38.3MPa で降伏を開始する。 

 

表 C.4－状態 1（弾性負荷）及び状態 2（金属ライナーの降伏） 

対象 
ケース 1a ケース 1b 

P1 (MPa) ε1 (%) P1 (MPa) ε1 (%) 

状態 1 
17.4 0.200 16.4 0.200 

34.9 0.400 32.7 0.400 

状態 2 38.3 0.439 (εY) 35.9 0.439 (εY) 

 

自緊処理において金属ライナーの変形を設定する αの値は，完全除荷後に金属ライナーが圧縮降

伏しない条件（式(C.54)）で規定され，例題 1 は 2.26 未満となる。計算例で用いた αの値を，表

C.5 に示す。 

表 C.5－金属ライナーの変形を設定する α 

対象  2+ ሺtLEL tFEθFሻ⁄  計算で使用した α 備考 
例題 1a, 1b 2.26 2.25 式(C.54) 

 

金属ライナーの降伏圧力 

○印：複合圧力容器 

△印：樹脂含浸繊維層 

□印：金属ライナー 

𝜺𝟏 

自緊処理圧力 
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 表 C.6 は，金属ライナーの自緊処理及び自緊処理で負荷された圧力が完全除荷された計算結果

である。表 C.7 は，完全除荷後の残留応力の計算結果で，表 C.6 に対応して，残留応力は釣り合っ

ている。 

 
表 C.6－状態 3（金属ライナーの自緊処理）及び状態 4（完全除荷後） 

対象 α ε3 (%) P3 (MPa) ΔP (MPa) Δε (%) ε4 (%) PL4 (MPa) PF4 (MPa) 備考 

例題 1a 
2.25 0.988 

76.2 76.2 
0.874 0.114 

-7.86 7.86 式(C.44)~ 

式(C.50) 例題 1b 71.5 71.5 -7.38 7.38 

 
表 C.7－状態 4（完全除荷後の残留応力） 

対象 α  σθL (N/mm2) σθF (N/mm2) σθLtL+σθFtF 備考 
例題 1a, 1b 2.25 -300.2 93.9 0.0 式(C.51)~式(C.53) 

 

自緊処理時の係数 αは設計で設定する値で，表 C.5 に示すように上限が定められるが，アルミニ

ウム合金の場合は，参考文献[3]では，実際の容器設計において 2.0~3.0 の範囲になることが予想さ

れるとしている。αを大きく設定し，金属ライナーの塑性変形量が大きくなると，除荷した際に金

属ライナーの圧縮応力が高くなり，金属ライナーの座屈又は圧縮降伏が懸念される。αが小さい

と，完全除荷後に十分な圧縮残留応力が得られない。αの設定値の下限は 2.0 である。 

表 C.8 は，完全除荷後で残留応力がある状態に，再負荷で設計圧力 PD（40MPa）を与えた計算結

果である。例題 1 では，σθLは判定基準を満足しない。ただし，圧縮残留応力を考慮すれば（式(C. 

55)参照），判定基準を満足する。判定基準は保守的に設定されている。金属ライナーと樹脂含浸繊

維層の厚さを変化させれば，適切な形状の複合圧力容器を設計できる。 

 
表 C.8－設計圧力における判定基準（金属ライナー） 

対象 α 
σθL (N/mm2) σzL  

(N/mm2) 
σa 

(N/mm2) 
備考 

残留応力 設計応力 和 
例題 1a 

2.25 
-300.2 316.6 16.4 262.2 

303 
式(C.61) 

~式(C.65) 例題 1b -300.2 337.4 37.2 279.5 

 

 

C.4.3 例題 2 

複合圧力容器の圧力－ひずみ線図中の各状態について，参考文献[7]を基に，FEM 解析で求めた金

属ライナーの周方向応力及び周方向ひずみを附属書 C の計算式と比較した結果を以下に示す。FEM

解析に用いた金属ライナーの形状を図 C.4，複合圧力容器の設計仕様を表 C.9 及び各材料の機械的性

質を表 C.10 に示す。表 C.10 中の自緊処理時の係数 αは，FEM 解析と附属書 C の計算結果を整合さ

せるために，2.1 とした。FEM 解析の詳細は，参考文献[7]を参照願いたい。 
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図 C.4－金属ライナーの形状 
 

表 C.9－複合圧力容器の設計仕様 
金属ライナー 内径 Ri (mm) 81.1 

複合圧力容器 外径 Ro (mm) 85.23 

金属ライナー 厚さ tL (mm) 1.4 

樹脂含浸繊維層 厚さ tF (mm) 2.73  (1.59 (tf) +1.14 (th)) 

代表半径 R (mm) 83.578 

Ro / Ri 1.051 

最高充塡圧力 (MPa) 15 

自緊処理圧力 (MPa) 27.5 

 
表 C.10－各材料の機械的性質 

対象 

項目 金属ライナー 
樹脂含浸繊維層 

FEM 解析[7] 附属書 C 

材料 
アルミニウム合金 

(6061-T6) 

炭素繊維 

(T700SC-24K-50C) 

例題 2 

縦弾性係数 

 (1 000×N/mm2) 
68.647 (EL) 230 (Ef) 

230 (Ef) 

149.5 (EF) 

91.8 (EθF) 

接線係数(Ep) (1 000×N/mm2) 0.35  － 

ポアソン比 (－) 0.33 (νL) 0.28 (νF) 

繊維体積含有率 (Vf) (%) － 65 

ヘリカル角度 (°) － 16 

降伏強度 (σY) (N/mm2) 280 － － 

降伏ひずみ (εY = σY EL⁄ ) (%) 0.408 － － 

自緊処理時の係数α － － 2.1 
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 図 C.5 に，各状態における金属ライナーの周方向応力及び周方向ひずみを示す。図中の実線は，負

荷開始から状態 2（金属ライナーの降伏），状態 3（自緊処理）を経て状態 4（完全除荷）までの FEM
解析結果，赤破線は状態 4（完全除荷）後に圧縮残留応力がある状態から設計圧力が負荷された状態

5（再負荷）までの FEM 解析結果，図中の点線及び●印は，FEM 解析に対応する代表半径を用いた

附属書 C の計算結果である。 
 図 C.5 より，FEM 解析と附属書 C の計算結果はよく一致しており，附属書 C の有用性が示されて

いる。 
 

 

図 C.5－各状態における金属ライナーの周方向応力及び周方向ひずみ 
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タンクの三軸応力解析（第 1 報，等方性-弾塑性材料と直交異方性-弾性材料で造られた二層構造タ

ンク）, Transactions of JSCES, Paper No.20040011，2004 

 [7] 石油ガス供給事業安全管理技術開発・指導普及事業（技術開発事業）に関する報告書，昭和 60

年~平成 2 年，「流通合理化のための軽量容器の開発」 
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附属書 D 

（規定） 

複合圧力容器の自緊処理の効果の評価方法 

 

D.1 適用範囲 

この附属書では，複合圧力容器の疲労寿命解析において，自緊処理の効果（圧縮残留応力）の評価

方法の複数の例を示す。圧縮残留応力が正確に評価できる場合に限り，その効果を取り入れてもよい。 

 

D.2 金属ライナーの破面観察による方法 

 複合圧力容器の自緊処理の応力解析（5.2.3 c)1)参照）において，金属ライナーと樹脂含侵炭素繊維

層は密着し，隙間がないと仮定されてきた。しかし，実際には隙間があり，隙間の大きさが自緊処理

の効果に影響を及ぼす。応力解析において，隙間を設定し，隙間の大きさをパラメータとして，金属

ライナーの残留応力分布を得る。この結果に基づき，圧力サイクルによる亀裂進展解析を行い，これ

を同じ試験条件の破面情報と照合し，応力解析で設定する隙間（結果としての残留応力分布）の妥当

性を検証する。次の a)～k)に手順を示す。 

 a) 自緊処理の弾塑性有限要素解析を，隙間の大きさをパラメータとして行い，金属ライナ 

  ーの厚さ方向の残留応力分布を得る。 

  b) 圧力サイクルによる応力分布の変動を，弾性解析する。 

  c) 亀裂がない場合の a)の平均応力と b)の応力範囲を，亀裂進展解析の負荷条件とする。 

  d) KHKS 0220 の 8 亀裂進展解析に従い，初期亀裂寸法を設定し，亀裂進展解析を行う。 

 e) 金属ライナーの亀裂進展解析には，樹脂含浸炭素繊維層の拘束の影響（コンプライアンス変化）

を考慮する。 

  f) 亀裂進展解析の結果を，半楕円表面亀裂の亀裂進展速度と亀裂深さの関係として表示する。 

  g) 解析対象の複合圧力容器の圧力サイクル試験を解析条件で行う。試験は漏洩するまで行い，漏

洩箇所が胴部であることを確認する。 

  h) 複合圧力容器の金属ライナーの破面を切り出し，破面観察を行う。 

  i) 破面観察の結果を，ストライエーション間隔と亀裂深さ（厚さ方向の位置）の関係として表示

する。破面観察結果の例を，表 D.1 及び図 D.1 に示す（参考文献[1]）。 

  j) f)の結果と i)の結果を照合し，両者が一致する隙間の大きさを，弾塑性解析の設定値とする。 

  k) 妥当性が検証された隙間の設定値は，同－仕様の複合圧力容器で同一自緊条件の場合に，個別

に検証することなく適用可能である。また，個別の検証の場合に，図 D.1 の結果を利用可能で

ある。 
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表 D.1－破面観察を行った試験体 a)の試験条件 

試験体番号 自緊圧力 (MPa) 圧力範囲 (MPa) 破損サイクル回数 

No.1 197 (100%) 0～89 111 177 

No.2 197 (100%) 50～89 364 624 

No.3 197 (100%) 50～89 390 746 

No.3 197 (100%) 69～89 827 494 

No.5 183 (93%) 0～89 137 549 

No.6 167 (85%) 0～89 55 248 

Mo.7 167 (85%) 20～89 94 367 

注 a) 試験体の仕様は以下の通りである。 

内容積：約 76L，設計圧力：99MPa，最小破裂圧力：223MPa 以上 

自緊圧力：197MPa (100%), 縛試験体寸法：外径 458.7mm，全長 1 520mm 

破損形態：胴部を起点とする破裂前漏洩 

 

 

a) 試験体 No.1 
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b) 試験体 No.2 

 

c) 試験体 No.3 



KHKS 0225:2024 
書面投票用 

43 
著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 

d) 試験体 No.4 

 

e) 試験体 No.5 
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f) 試験体 No.6 

 

g) 試験体 No.7 

図 D.1－ストライエーション間隔と起点からの距離の関係（機関 B：KHK，機関 C：JPEC） 
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D.3 金属ライナー内面のひずみ計測による方法 

 複合圧力容器の自緊処理の応力解析（5.2.3 c)1)参照）の結果を，自緊処理後の複合圧力容器を切断

し，解放される金属ライナー内面のひずみを計測した結果と照合し，応力解析の妥当性を検証する。

次の a)～d)に手順を示す。 

 a) 自緊処理の弾塑性有限要素解析を行い，金属ライナーの厚さ方向の残留応力分布を得る。 

 b)  自緊処理後に，解析対象の複合圧力容器の金属ライナー内面において，軸方向の中央で，周方

向に 90°間隔の 4 箇所にひずみゲージを貼付する（図 D.2 参照）。 

 c) 複合圧力容器の金属ライナーを切断し，解放ひずみを計測する。 

 d) a)の結果と c)の結果を照合し，解析の妥当性を検証する。 

 

 

図 D.2－ひずみゲージの貼付位置 

 

D.4 樹脂含浸炭素繊維層外面のひずみ計測による方法 

複合圧力容器の自緊処理の応力解析（5.2.3 c)1)参照）の結果を，自緊処理時の樹脂含浸炭素繊維層

外面のひずみを計測した結果と照合し，応力解析の妥当性を検証する。次の a)～d)に手順を示す。 

a) 自緊処理の弾塑性有限要素解析を行い，自緊処理圧力と，樹脂含浸炭素繊維層外面のひずみの

関係を得る。 

b) 自緊処理前に，解析対象の複合圧力容器の樹脂含浸炭素繊維層外面において，軸方向の中央で，

周方向に 90°間隔の 4 箇所にひずみゲージを貼付する（図 D.2 参照。ただし外面）。 

c) 自緊処理時に，樹脂含浸炭素繊維層外面のひずみを計測する。 

d) a)の結果と c)の結果を照合し，解析の妥当性を検証する。 

 

                                                

参考文献 

[1] 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）, “2018～2022 年度成果報告書 

超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業／水素ステーションのコスト低減等に関連する技

術開発／複合圧力容器の評価手法確立・技術基準整備に関する技術開発”, pp.46（図 1-1-43）, pp.114

～115（表 1-4-5）, pp.130（表 1-5-3 及び表 1-5-4） 
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附属書 E 

（規定） 

複合圧力容器の疲労損傷度の算出方法 

 

E.1 適用範囲 

この附属書では，水素ステーションにおける複数の充塡圧力サイクルを対象として，複合圧力容

器の疲労損傷度を算出する方法を規定する。 

 

E.2 圧力範囲 

圧力範囲は，次の a)及び b)による。 

 a) 圧力サイクル試験における圧力範囲 

5.6.3 の圧力サイクル試験における圧力範囲（試験圧力の 10%以下から試験圧力（常用の圧力）

Pmax まで）を，ΔPmax とする。ΔPmax の試験サイクル回数（疲労寿命）が，Nmax である。 

b) 水素ステーションにおける充塡圧力サイクルの圧力範囲 

  水素ステーションで使用する蓄圧器において，実際の充塡圧力サイクルの圧力範囲は，圧力サ

イクル試験の圧力範囲と異なる。圧力サイクル試験の圧力サイクルをフル充塡サイクルとい

う。水素ステーションの充塡圧力サイクルは，蓄圧器にフル充塡した後に，車両に水素を充塡

（消費）し，蓄圧器に十分な残圧がある状態で，再充填することを繰り返す。これを部分充塡

サイクルという。 

  部分充塡サイクルの圧力範囲は，下限が残圧 Pi，上限が充塡圧力（常用の圧力）Pmax となる。

この場合の圧力範囲を，ΔPiとする。ΔPiのサイクル回数（疲労寿命）が Niである。ΔPiを，式

(E.1)に示す。 

              ΔPi = Pmax - Pi    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(E.1) 

       ここで，   ΔPi ：部分充塡サイクルの圧力範囲（MPa） 

Pmax：部分充塡サイクルの充塡圧力（常用の圧力，一定値）（MPa） 

Pi ：部分充塡サイクルの再充填前の残圧（0≦Pi≦Pmax，一定値）（MPa） 

i : Piが異なる複数の部分充塡サイクルがある場合の表示（i=1,2,･･･n） 

 

E.3 疲労損傷の定式化  

  部分充塡サイクルの場合は，フル充塡サイクルの場合と比較して，圧力範囲の減少（残圧の増大）

に伴い，サイクル回数（疲労寿命）は増大する。試験結果を，図 E.1 に示す（参考文献[1]）。図 E.1

の横軸は，フル充塡サイクルの場合の ΔPmax と部分充塡サイクルの場合の ΔPi の比 ΔPmax /ΔPi であ

る。試験条件として Pi を設定すれば，Pi の増大に伴い ΔPiは減少し，ΔPmax /ΔPiは増大する。縦軸

は，部分充塡サイクルの場合の ΔPi のサイクル回数（疲労寿命）Ni とフル充塡サイクルの場合の

ΔPmax のサイクル回数（疲労寿命）Nmax の比 Ni / Nmax である。 

  横軸と縦軸の基点は，ΔPi /ΔPmax = 1 の場合で，Ni / Nmax = 1.10 となる。 

Ni / Nmax は，ΔPmax /ΔPi の増加に伴い増大する。試験結果を定式化すれば，式(E.2)が得られる（参

考文献[1]）。 
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                   (Ni / Nmax) = 1.10 (ΔPmax /ΔPi)1.41   ・・・・・・・・・・・・・・・(E.2) 

  

式(E.2)を適用すれば，ΔPiのサイクル回数（疲労寿命）Niが予測可能である。 

 

図 E.1－部分充塡サイクルの場合の試験結果 

 

E.4 疲労損傷度と許容基準 

   疲労損傷度と許容基準は，次の a)～d)による。 

 a) 基本 

   圧力サイクル試験における圧力範囲 ΔPmax とサイクル回数（疲労寿命）Nmax が，基本となる。 

 

 b) 式(E.2)への設計係数の適用 

部分充塡サイクルの場合の試験結果を定式化した式(E.2)は，統計データの中央値である。 

データの分散を考慮し，ΔPiのサイクル回数（疲労寿命）Niの予測には，設計係数 βを適用し，

Niを減ずる（Ni /β）。 

標準偏差 σの 2σ及び 3σに対応する βの値を，表 E.1 に示す。これは，設計者の選択となる。 

 

表 E.1－サイクル回数（疲労寿命）Niに適用する設計係数 β（σ：標準偏差） 

 2σ 3σ 

設計係数 1.40 1.65 

 

  c) 部分充塡サイクルが単一の場合 

      部分充塡サイクルが単一（ΔPiが単一の ΔP1）の場合，式(E.2)に与えられた（ΔPmax /ΔP1）及び

Nmax を代入すれば，ΔP1のサイクル回数（疲労寿命）N1が得られる。使用繰返し回数を n1とす

れば，疲労損傷度と許容基準は，式(E.3)である。 

                  
n1

N1/β 
≤1   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(E.3) 

Ni / Nmax = 1.10 (ΔPmax /ΔPi)1.41 

Ni / Nmax 

ΔPmax /ΔPi 
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  d) 部分充塡サイクルが複数ある場合 

      部分充塡サイクルが複数（ΔPiが複数）ある場合，式(E.2)に与えられた（ΔPmax /ΔPi）及び

Nmax を代入すれば，複数のサイクル回数（疲労寿命）Niが得られる。対応する複数の使用繰

返し回数を ni とすれば，疲労損傷度と許容基準は，式(E.4)である。 

                  ∑
ni

Ni/β 
≤1n

i=1    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (E.4) 

 

                                              

参考文献 

[1] 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）, “2018～2022 年度成果報告書 

超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業／水素ステーションのコスト低減等に関連する技

術開発／複合圧力容器の評価手法確立・技術基準整備に関する技術開発”, pp131（図 1-5-1）, pp132

（図 1-5-2） 

 

 

  



KHKS 0225:2024 
書面投票用 

49 
著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

附属書 F 

（規定） 

アルミニウム合金 A6061-T6 の最適疲労曲線と最適亀裂進展速度曲線 

 

F.1 適用範囲 

この附属書では，4.1a)及び 4.1b)に示すアルミニウム合金 A6061-T6 の最適疲労曲線と最適亀裂進

展速度曲線を規定する。 

 

F.2 最適疲労曲線 

F.2.1 荷重制御疲労試験の方法 

F.2.1.1 試験の種類 

 Case 1～Case 3 の 3 種類の試験片を用いて荷重制御の長寿命領域の疲労試験を実施した。 

F.2.1.2 Case 1 

 a) 試験片 

 Case 1 の供試材及び試験片（参考文献[1]）は，次の 1)～3)による。 

  1) 製造ロットが異なる 6 種類のアルミニウム合金 6061 棒材（JIS H 4040）の軸方向から，試験片

を採取した。試験片の軸方向が圧延方向であり，試験片を採取した供試材には T6 処理が施さ

れている。 

 2) 疲労試験の試験片形状は ASTM E466 を参考とした砂時計型で，砂時計部分の表面を#1200 ペー

パー仕上げとした。 

 3) 符号 A，C～E を高強度材，B を低強度材という。疲労試験に供試した試験片の機械的性質，疲

労試験の応力振幅及び n 数を，表 F.1 に示す。引張試験は JIS Z 2241 に基づき，試験片は 4 号

試験片を使用した。 

表 F.1－試験片の機械的性質（Case 1）と疲労試験の n 数 

符号 
引張強さ 
(N/mm2) 

0.2%耐力(N/mm2) 降伏比 
疲労試験 

応力振幅 (N/mm2) n 数 

A 354 341 0.963 ≦ 290 25 

B 299 260 0.869 ≦ 230 15 

C 389 372 0.956 ≦ 297.8 11 

D 342 321 0.938 ≦ 224.8 6 

E 425 412 0.969 ≦ 329.6 13 

F 318 283 0.889 － 12 

 

 b) 試験条件及び試験方法 

 Case 1 の試験条件及び試験方法は，次の 1)及び 2)による。 

 1) 試験条件は，室温大気中で，完全両振り（応力比 R = σmin/σmax = -1）の荷重制御である。符号 F

の応力比は，R=0，-1.5，-2 及び-10 であるため，最適疲労試験の作成には使用しないが，参考

文献[1]と符号を整合させるため，表 F.1 中に残している。 

    2) 試験の負荷波形は正弦波で，負荷速度は最大 30Hz とした。 
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F.2.1.3 Case 2 

 a) 試験片 

 Case 2 の供試材及び試験片（参考文献[1]）は，次の 1)～3)による。 

  1) 符号 G～I は，アルミニウム合金 6061 板材（JIS H 4000）の長手方向から試験片を切り出した。

符号 J 及び K は，アルミニウム合金 6061 棒材（JIS H 4040）の軸方向から試験片を切り出し

た。試験片を採取した供試材には T6 処理が施されている。 

  2) 疲労試験の試験片形状は，符号 G は ASTM E466 を参考とした砂時計型で，砂時計部分の表面

を#800 ペーパー仕上げとした。符号 H は直径 6mm，平行部長さ 20mm の平滑丸棒試験片であ

る。符号 I～K も砂時計型で，砂時計部分の表面を#600 の SiC ペーパー仕上げとした。 

 3) 試験片の機械的性質，疲労試験の応力振幅及び n 数を，表 F.2 に示す。符号 G 及び符号 H の引

張試験規格は不明だが，符号 I～K の引張試験は JIS Z 2241 に基づき，試験片は 14A 号試験片

を使用した。 

 表 F.2－試験片の機械的性質（Case 2）と疲労試験の n 数 

符号 
引張強さ 
(N/mm2) 

0.2%耐力 
(N/mm2) 

降伏比 
疲労試験 

応力振幅 (N/mm2) n 数 

G 317 279 0.880 ≦ 200 4 

H 317 279 0.880 ≦ 240 9 

I 306 293 0.957 ≦ 240 17 

J 308 295 0.957 ≦ 240 16 

K 295 260 0.881 ≦ 220 16 

 

 b) 試験条件及び試験方法 

 Case2 の試験条件及び試験方法は，次の 1)及び 2)による。 

 1) 試験条件は，室温大気中で，完全両振り（応力比 R = σmin/σmax = -1）の荷重制御である。 

  2) 試験の負荷波形は正弦波で，負荷速度は符号 G は 15Hz，符号 H は 1Hz（2×106 回で非破断の

場合は，負荷速度を 10Hz に切り替えた。）符号 I～K は 100Hz である。 

 

F.2.1.4 Case 3 

 a) 試験片 

 Case 3 の供試材及び試験片（参考文献[2]）は，次の 1)～3)による。 

  1) 製造ロットが異なる 3 種類のアルミニウム合金 6061 継目無管（JIS H 4080）の軸方向及び周方

向から試験片を採取した。試験片を採取した供試材には T6 処理が施されているが，符号 L，符

号 M 及び符号 N は熱処理条件を変化させた。 

  2) 疲労試験の試験片形状は，軸方向及び周方向共に砂時計型である。 

3) 試験片の機械的性質，疲労試験の応力振幅及び n 数を，表 F.3 に示す。 
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表 F.3－試験片の機械的性質（Case 3）と疲労試験の n 数 

符号 試験片採取方向 引張強さ (N/mm2) 
疲労試験 

応力振幅 (N/mm2) n 数 

L 
軸方向 382 ≦ 270 30 

周方向 367 ≦ 255 10 

M 
軸方向 350 ≦ 255 10 

周方向 329 ≦ 225 4 

N 
軸方向 344 ≦ 270 10 

周方向 324 ≦ 240 5 

  

b) 試験条件及び試験方法 

 Case3 の試験条件及び試験方法は，次の 1)及び 2)による。 

 1) 試験条件は，室温大気中で，完全両振り（応力比 R = σmin/σmax = -1）の荷重制御である。 

  2) 試験の負荷波形は正弦波で，負荷速度は 15Hz とした。 

 

F.2.2 疲労試験結果 

 Case 1～Case 3 の荷重制御疲労試験結果を，図 F.1～図 F.4 に示す。図 F.1 及び図 F.2 は Case1 及び

Case2 の試験結果である。図 F.3 及び図 F.4 は Case1，Case2 及び Case3 の試験結果である。図 F.1 及

び図 F.3 は応力振幅 σa と疲労寿命 Nf の関係，図 F.2 及び図 F.4 は応力振幅 σa を各試験片の引張強さ

σu で除した値（σa /σu）と疲労寿命 Nfの関係である。疲労試験は，疲労寿命 Nfが 104～108回の長寿命

領域で行われている。図 F.1～図 F.4 より，T6 処理したアルミニウム合金 6061 は，疲労寿命 Nfが 108

回でも明確な疲労限度が見られないこと，引張強さが相対的に低い Case 2 の疲労強度は Case 1 及び

Case 3 より低く，疲労強度に対する引張強さの影響が見られることがわかる。 

 

図 F.1－Case 1 及び Case 2 の荷重疲労試験結果     図 F.2－Case 1 及び Case 2 の荷重疲労試験結果 

（σa と Nf，R= -1）                           （σa /σuと Nf，R= -1） 
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図 F.3－Case 1，Case 2 及び Case 3 の荷重疲労       図 F.4－Case 1，Case 2 及び Case 3 の荷重疲労 

試験結果（σa と Nf，R= -1）                     試験結果（σa /σuと Nf，R= -1） 

 

F.2.3 最適疲労曲線 

 T6 処理したアルミニウム合金 6061 の疲労寿命 Nfには引張強さの影響が見られることより，以降

は Case 1 + Case 2 +Case 3 の試験結果を用いて，応力振幅 σaと疲労寿命 Nfの分布形状を確認する。

疲労寿命 Nfには 108回でも明確な疲労限度が見られないことを考慮し，応力振幅 σaと疲労寿命 Nf

の関係を対数正規分布として，式(F.1)又は式(F.2)と仮定する。 

     σa=KሺNfሻL       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.1)  

       ቀ
σa

σu
ቁ=KഥሺNfሻL    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.2)  

式(F.1)又は式(F.2)には係数 K, Kഥ及び L が含まれているため，Case 1 + Case 2 +Case 3 の試験結果（全

16 ケース）について，Excel の「近似曲線」オプションを用いて各ケースの係数 K, Kഥ及び L の値を

求めた。得られた結果を表 F.4 に示す。 

表 F.4－冪乗の係数 K, Kഥ及び L 

Case 符号 
引張強さ σu 

(N/mm2) 

式(F.1) 式(F.2) 

K L Kഥ Kഥ･σu L 

1 

A 354 689.77 -0.095 4 1.948 5 689.77 -0.095 4 

B 299 623.54 -0.100 7 2.085 4 623.54 -0.100 7 

C 389 746.45 -0.095 8 1.916 9 746.45 -0.095 8 

D 342 754.02 -0.101 5 2.204 7 754.02 -0.101 5 

E 425 1 108.70 -0.121 4 2.608 8 1 108.7 -0.121 4 

平均 784.50 -0.103 0 2.152 9 784.50 -0.103 0 

2 

G 317 934.45 -0.136 6 2.947 8 934.45 -0.136 6 

H 317 899.88 -0.135 8 2.838 7 899.88 -0.135 8 

I 306 858.37 -0.133 0 2.805 1 858.37 -0.133 0 

J 308 722.40 -0.111 6 2.345 4 722.40 -0.111 6 

K 295 651.88 -0.110 1 2.209 8 651.88 -0.110 1 

平均 812.40 -0.125 4 2.629 4 812.40 -0.125 4 
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3 

L 軸 382 818.48 -0.108 5 2.142 6 818.48 -0.108 5 

L 周 367 832.66 -0.115 6 2.268 8 832.66 -0.115 6 

M 軸 350 645.85 -0.094 6 1.845 3 645.85 -0.094 6 

M 周 329 648.67 -0.103 2 1.971 6 648.67 -0.103 2 

N 軸 344 639.55 -0.095 2 1.859 2 639.55 -0.095 2 

N 周 324 618.53 -0.096 0 1.909 0 618.53 -0.096 0 

平均 700.62 -0.102 2 1.999 4 700.62 -0.102 2 

総平均 765.84 -0.110 2 2.260 5 765.84 -0.110 2 

 

 表 F.4 より，次の a)及び b)が得られる。 

 a) 冪乗の係数 L には大きな差はなく（-0.136 6≦L≦-0.095 2），全 16 ケースの平均値（Case1～

Case3 の平均値の和を 3 で除して総平均を算出した。）は L=-0.110 2 である。Case1 及び Case2

の L は L=-0.12，全 16 ケースが先験的に対数正規分布に従うとして統計処理した場合の係数 L

は L=-0.106 8 で，これらはほぼ同じ値となる。L は定数と見做すことができる。 

  b) 定数項Kഥにはある程度の幅があり(1.845 3≦Kഥ≦2.947 8），全 16 ケースの平均値（Case1～Case3

の平均値の和を 3 で除して総平均を算出した。）は 2.260 5 である。Case1 及び Case2 のKഥは

Kഥ=2.58，全 16 ケースが先験的に対数正規分布に従うとして統計処理した場合はKഥ=2.143 3 で，

全 16 ケースの平均値 2.260 5 に近い値となる。定数項Kഥに見られるある程度の幅は，引張強さ

が相対的に低い Case 2 の疲労強度が影響していると思われるが，σa /σuと Nfで整理した図 F.4 で

は大きなばらつきは見られない。 

これらを考慮して，冪乗の係数 L 及び定数項Kഥとして共に表 F.4 に示す総平均を使用（有効数字は

3 桁とする。）して，最適疲労曲線を式(F.3)及び式(F.4)とする。 

   ቀσa

σu
ቁ= 2.26ሺNfሻ-0.110               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.3) 

       log ቀσa

σu
ቁ= -0.110 logሺNfሻ+0.354    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.4) 

 

F.2.4 分布形状の確認 

F.2.4.1 応力振幅の引張強さに対する比 (σa/σu) 

 応力振幅 σaについて，最適疲労曲線の log( (σa/σu)BFC)と疲労試験の log((σa/σu)DATA)の差が対数正規

分布に適合しているか否かを検討した。 

 図 F.5 に確率質量関数，図 F.6 に累積部分布関数及び図 F.7 に正規確率目盛を示す。log((σa/σu)BFC) 

- log((σa/σu)DATA)は正規確率目盛での直線性に優れているため，(σa/σu)は対数正規分布に従う。 
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 図 F.5－log((σa/σu)BFC) - log((σa/σu)DATA)の確率     図 F.6－log((σa/σu)BFC) - log((σa/σu)DATA)の 
     質量関数                     累積分布関数 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 F.7－log((σa/σu)BFC) - log((σa/σu)DATA)の対数正規確率目盛 

 

F.2.4.2 疲労寿命 Nf 

 疲労寿命 Nfについて，最適疲労曲線の log( (Nf)BFC)と疲労試験の log((Nf)DATA)の差が対数正規分布

に適合しているか否かを検討した。図 F.8 に確率質量関数，図 F.9 に累積部分布関数及び図 F.10 に

対数正規確率目盛を示す。log((Nf)BFC) - log((Nf)DATA)も正規確率目盛での直線性に優れているため，

Nfは対数正規分布に従う。 
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図 F.8－log((Nf)BFC) - log((Nf)DATA)の確率質量関数   図 F.9－log((Nf)BFC) - log((Nf)DATA)の累積分布関数 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 F.10－log((Nf)BFC) - log((Nf)DATA)の対数正規確率目盛 

 

 

F.2.5 データ分散の評価 

応力振幅の引張強さに対する比 (σa/σu)と疲労寿命 Nfが共に対数正規分布に従うため，標本平均μොと

標本標準偏差σොを求める。標本平均μො及び標本標準偏差σොは，式(F.5)～式(F.8)による。 

 

－ 応力振幅の引張強さに対する比(σa/σu) 

μො= ቊቆlog ቀ
σa

σu
ቁቇ

BFC

-ቆlog ቀ
σa

σu
ቁቇ

DATA

ቋ
തതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതത

= Σ ቊቆlog ቀ
σa

σu
ቁቇ

BFC

-ቆlog ቀ
σa

σu
ቁቇ

DATA

ቋ
i

൩ /n  ・・・・(F.5) 

       σො＝ඩ∑ቊቆlog ቀ
σa

σu
ቁቇ

BFC

-ቆlog ቀ
σa

σu
ቁቇ

DATA

ቋ
i

-μො൩

2

/(n-1)     ・・・・・・・・・・・・・(F.6) 
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－ 疲労寿命 Nf 

μො= ቄ൫logሺNfሻ൯BFC
-൫logሺNfሻ൯DATA

ቅ
തതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതത

=ሾΣሼlogሺNfሻBFC-logሺNfሻDATAሽiሿ/n  ・・・・・・・・・(F.7) 

       σො＝ඥ∑ሾሼlogሺNfሻBFC-logሺNfሻDATAሽi-μොሿ2 /(n-1)    ・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.8) 

 

疲労試験結果を基に，式(F.5)～式(F.8)を用いて標本平均μොと標本標準偏差σොを求めると，表 F.5 とな

る。 

 

表 F.5－T6 処理したアルミニウム合金 6061 の標本平均𝝁ෝと標本標準偏差σො（常用対数） 

項目 応力振幅の引張強さに対する比 (σa/σu) 疲労寿命 Nf 

標本平均 μො 0.003 401 0.030 858 

標本標準偏差 σො 0.030 679 0.278 395 

 

F.2.6 設計係数 F 

表 F.5 で得られた標本平均μොと標本標準偏差σොを基に，対数正規分布の片側許容限界を定める。応力

振幅の引張強さに対する比 (σa/σu)及び疲労寿命 Nfについて，片側許容限界は，式(F.9)～式(F.12)によ

る。式(F.9)～式(F.12)中の標本平均μොと標本標準偏差σොは，表 F.5 の値である。 

 ሺlog(Nf)ሻl=μො-kσො         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (F.9) 

 ሺNfሻl=10μො-kσො     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (F.10) 

 ቆlog ቀ
σa

σu
ቁቇ

l

=μො-kσො       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (F.11) 

 ቀσa

σu
ቁ

l
=10μො-kσො       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (F.12) 

式(F.9)～式(F.12)の係数 k は信頼水準 1-γ，非破壊確率 1-P 及びデータ数 n の関数であり，例えば，参

考文献[3]の付録表 6 に示されている。 

 図 F.5，図 F.8 及び表 F.5 に示すように，常用対数で表示した標本平均μොは厳密には 0 とはならない

ため（したがって，対数正規分布は左右対称ではない。），設計係数 F は本来は式(F.13)で定義される

べき値だが，標本平均μොをほぼ 0 と見なしてよいため，設計係数 F の分子を 1 として式(F.14)が使用

される。 

    F = 10μ
ෝ

10μ
ෝ-kσෝ           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (F.13) 

    F = 1

10μ
ෝ-kσෝ           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (F.14) 

1-γ= 0.95，1-P = 0.90 とするとき，データ数 n = 17 個の場合が k = 2，データ数 n = 6 個の場合が k = 

3 となることを考慮して（設計者が，この程度の試験本数から得られた最適疲労曲線を選択すること

を意味する。），設計係数 F を表 F.6 に示す。表 F.6 中の 1.14（k = 2 の値）及び 1.23（k = 3 の値）が，

5.4.2 a)4)に示されている α値である。 
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表 F.6－アルミニウム合金 6061-T6 の設計係数（μො及びσොは常用対数） 

項目 応力振幅の引張強さに対する比 (σa/σu) 疲労寿命 Nf 

標本平均 μො 0.003 401 0.030 858 

標本標準偏差 σො 0.030 679 0.278 395 

F (k = 2) α = 1.14 (k = 2) β = 3.36 (k = 2) 

F (k = 3) α = 1.23 (k = 3) β = 6.37 (k = 3) 

 

応力振幅の引張強さに対する比 (σa/σu)に係る設計係数 α を式(F.3)に適用すると，同じ疲労寿命 Nf

を与える応力振幅の引張強さに対する比 (σa/σu)を 1/αとするため，式(F.15)となる。 

   ቀ
σa

σu
ቁ=αሼ2.26ሺNfሻ-0.110ሽ              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.15) 

一方，疲労寿命 Nf に係る設計係数を β として式(F.3)に適用すると，同じ応力振幅の引張強さに対す

る比 (σa/σu)を与える疲労寿命 Nf /βとするため，式(F.16)となる。 

     ቀ
σa

σu
ቁ=2.26 ቀ

Nf

β
ቁ

-0.110
                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.16) 

式(F.15)と式(F.16)より，式(F.17)が成立すると式(F.3)について設計係数 α と設計係数 β を区別する必

要はない。 

    α=
1

β-0.110                         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.17) 

表 F.6 は式(F.17)が成立することを示しているが，これは，最適疲労曲線（式(F.3)）に疲労限度を示

す定数項が含まれていないことが原因である。図 F.11 に，図 F.4 の疲労試験結果に設計係数 α を適

用した最適疲労曲線を追記した図を示す。なお，図 F.11 は長寿命領域での疲労試験結果に基づいて

作成されている。短寿命領域での最適疲労曲線の検討には，ひずみ制御疲労試験結果が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 F.11－T6 処理したアルミニウム合金 6061 の最適疲労曲線 
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F.3 最適亀裂進展速度曲線 

F.3.1 亀裂進展試験の方法 

 3 つの異なる環境下で亀裂進展試験を実施した。試験に供試した試験片，試験条件及び試験方法（参

考文献[4]）は次の a)及び b)による。 

a) 試験片 

 試験条件及び試験方法は，次の 1)～3)による。 

  1) 製造ロットが異なる 2 種類のアルミニウム合金 6061（JIS H 4000）について，熱間圧延した板

の L-T 面から試験片を採取し，圧延方向に直角に初期亀裂を導入した。試験片を採取した供試

材には T6 処理又は T651 処理が施されている。T6 処理は「溶体化処理後人工時効硬化処理し

たもの」，T651 処理は「溶体化処理後残留応力を除去し（1.5%以上 3%以下の永久ひずみを与え

る引張加工を施す），人工時効硬化処理したもの」であるため，厳密には異なる処理だが，試験

片数が少ないため，同じ処理をした試験片として扱う。 

 2) 符号 A～C は高圧水素中，符号 D は窒素中，符号 E 及び F は大気中で亀裂進展試験を実施した。

亀裂進展試験の試験片形状は，ASTM E647 に準拠した CT 試験片である。 

 3) 亀裂進展試験に供試した試験片の機械的性質を，表 F.7 に示す。 

 

表 F.7－試験片の機械的性質（常温） 

符号 質別 
引張強さ 
 (N/mm2) 

0.2%耐力 
(N/mm2) 

伸び 

(%) 

絞り 

(%) 

硬さ 

(HV) 

A T6 325 307 18 72 141 

B T6 325 307 18 72 141 

C T651 317 279 16 － － 

D T651 317 279 16 － － 

E T6 325 307 18 72 141 

F T651 317 279 16 － － 

 

 b) 試験条件及び試験方法 

 試験条件及び試験方法は，次の 1)及び 2)による。 

 1) 試験条件を，表 F.8 に示す。 

    2) 試験の負荷波形は正弦波で，負荷速度は 1Hz 及び 30Hz とした。 

 

表 F.8－試験条件 

符号 質別 試験環境 試験温度(℃) ΔK 応力比 R 周波数 f (Hz) 

A T6 90 MPa H2 RT ΔK decreasing 0.1 1 

B T6 90 MPa H2 RT ΔK decreasing 0.1 1 

C T651 115 MPa H2 RT ΔK increasing a) 0.1 1 

D T651 0.1 MPa N2 RT ΔK increasing a) 0.1 1 

E T6 Air RT ΔK decreasing 0.1 30 

F T651 Air RT ΔK increasing a) 0.1 1 

注 a)  ΔP=4.5kN を一定とし，亀裂進展に伴い ΔK が漸増する。 
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F.3.2 亀裂進展試験結果 

 水素中，窒素中及び大気中での亀裂進展試験結果を，図 F.12～図 F.15 に示す。図 F.12 及び図 F.14

は，亀裂進展速度 da/dN と応力拡大係数範囲 ΔK の関係，図 F.13 及び図 F.15 は，図 F.12 及び図 F.14

の縦軸と横軸を常用対数で表した結果である。図 F.12～図 F.15 より，90MPa 水素中の亀裂進展特性

は，周波数に関係なくほぼ同じであること，窒素中と大気中では，周波数 1Hz の亀裂進展特性はほ

ぼ同じであることが分かる。 

 

 

図 F.12－水素中の亀裂進展試験結果（符号 A～C）  図 F.13－水素中の亀裂進展試験結果（符号 A～C）         

（da/dN -ΔK）                  （log(da/dN) - log(ΔK)） 

 

図 F.14－窒素中及び大気中の亀裂進展試験結果      図 F.15－窒素中及び大気中の亀裂進展試験結果 

（符号 D～F，da/dN -ΔK）              （符号 D～F，log(da/dN) - log(ΔK)） 

 

F.3.3 亀裂進展速度曲線 

 図 F.16 及び図 F.17 に，符号 A～F の全試験結果を示す。図 F.17 の log(da/dN)と log(ΔK)の結果

は，分散帯が狭い。以降は符号 A～F の全試験結果を用いて，log(da/dN)と log(ΔK)の分布形状を確

認する。亀裂進展速度 da/dN と応力拡大係数範囲 ΔK の関係として，式(F.18)を仮定し，式(F.18)中の
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係数 m 及び C について，符号 A～F の試験結果（全 6 ケース）について，Excel の「近似曲線」オ

プションを用いて各ケースの係数 m 及び C の値を求めた。得られた結果を表 F.9 に示す。 

       
da

dN
=Cሺ∆Kሻm       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (F.18) 

 

図 F.16－亀裂進展試験結果                          図 F.17－亀裂進展試験結果 

（符号 A～F，da/dN -ΔK）                  （符号 A～F，log(da/dN) - log(ΔK)） 

 

表 F.9－係数 m 及び C 

符号 質別 試験環境 ΔK m log C C 

A T6 90 MPa H2 ΔK decreasing 4.240 3 -11.462 6 3.446 7×10-12 

B T6 90 MPa H2 ΔK decreasing 4.090 9 -11.435 1 3.672 0×10-12 

C T651 115 MPa H2 ΔK increasingt 3.711 0 -10.997 7 1.005 3×10-11 

平均 a)（A～C） 4.014 1 -11.298 5 5.029 6×10-12 

D T651 0.1 MPa N2 ΔK increasing 4.461 7 -11.687 9 2.051 6×10-12 

E T6 Air ΔK decreasing 4.913 1 -12.045 5 9.005 3×10-13 

F T651 Air ΔK increasing 4.623 0 -11.839 6 1.446 8×10-12 

平均 a)（D～F） 4.665 9 -11.857 7 1.387 8×10-12 

総平均 a)（A～F） 4.340 0 -11.578 1 2.642 0×10-12 

注 a)  C は，符号 A～F の算術平均ではなく log C の平均値より求めた。 

 

 表 F.9 より，次の a)及び b)が得られる。 

 a) 水素中と窒素中及び大気中の係数 m には差が見られ，水素中より窒素中及び大気中の値の方

が大きい。全 6 ケース個々の m の総平均値は m=4.340 0 である。全 6 ケースが先験的に対数正

規分布に従うとして統計処理した場合の m は m=4.307 3 である。両者は，ほぼ同じ値となる。 

  b) 係数 log C には大きな差はないが（-12.045 5≦log C≦-10.997 7），係数 C にはある程度の幅が

ある(9.005 3×10-13≦C≦1.005 3×10-11）。全 6 ケース個々の C の平均値は 2.642 0×10-12であ

る。全 6 ケースが先験的に対数正規分布に従うとして統計処理した場合の C は C=2.971 7×10-12

である。両者は，近い値となる。 
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水素中，窒素中及び大気中の係数 m 及び C には差が見られるが，試験片の本数が少ないため，工

学的な判断として，係数 m 及び C として表 F.9 に示す総平均値を使用（有効数字は 3 桁とする。）

して，最適亀裂進展速度曲線を式(F.19)及び式(F.20)とする。 

    
da

dN
=൫2.64×10-12൯ሺ∆Kሻ4.34             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.19) 

        log ቀ
da

dN
ቁ= -11.6+4.34 logሺ∆Kሻ            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.20) 

 

F.3.4 分布形状の確認 

F.3.4.1 亀裂進展速度 da/dN 

 亀裂進展速度曲線の log( (da/dN)approx.)と亀裂進展試験の log((da/dN)DATA)の差が，対数正規分布

に適合しているか否かを検討した。図 F.18 に確率質量関数，図 F.19 に累積分布関数及び図 F.20 に

正規確率目盛を示す。log((da/dN)approx.) －log((da/dN)DATA)の平均は 0 ではなくプラス側にすこしず

れるが，正規確率目盛での直線性に優れているため，da/dN は対数正規分布に従うとする。 

 

F.3.4.2 応力拡大係数範囲 ΔK 

 亀裂進展速度曲線の log( (ΔK)approx.)と亀裂進展試験の log((ΔK) DATA)の差が対数正規分布に適合し

ているか否かを検討した。図 F.21 に確率質量関数，図 F.22 に累積分布関数及び図 F.23 に正規確率

目盛を示す。log((ΔK)approx.) - log((ΔK)DATA)も正規確率目盛での直線性に優れているため，ΔK は対

数正規分布に従うとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 F.18－log((da/dN)approx.) - log((da/dN)DATA)の         図 F.19－log((da/dN)approx.) - log((da/dN)DATA)の 
確率質量関数                   累積分布関数 
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図 F.20－log((da/dN)approx.) - log((da/dN)DATA)の対数正規確率目盛 

 

 

 図 F.21－log((ΔK)approx.) - log((ΔK)DATA)の            図 F.22－log((ΔK)approx.) - log((ΔK)DATA)の 
確率質量関数                   累積分布関数 

 

 
図 F.23－log((ΔK)approx.) - log((ΔK)DATA)の対数正規確率目盛 
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F.3.5 データ分散の評価 

亀裂進展速度 da/dN と応力拡大係数範囲 ΔK が対数正規分布に従うため，標本平均μොと標本標準偏

差σොを求める。標本平均μො及び標本標準偏差σොは，式(F.21)～式(F.24)による。 

 

－ 亀裂進展速度 da/dN 

μො= ൜൬log ቀ
da

dN
ቁ൰

BFC
- ൬log ቀ

da

dN
ቁ൰

DATA
ൠ

തതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതത
= ቈΣ ൜൬log ቀ

da

dN
ቁ൰

BFC
- ൬log ቀ

da

dN
ቁ൰

DATA
ൠ

i

 /n  ・・・・ (F.21) 

       σො＝ඨ∑ቈ൜൬log ቀ
da

dN
ቁ൰

BFC
- ൬log ቀ

da

dN
ቁ൰

DATA
ൠ

i

-μො
2

/(n-1)     ・・・・・・・・・・・・・(F.22) 

 

－ 応力拡大係数範囲 ΔK 

μො= ቄ൫logሺ∆Kሻ൯
BFC

-൫logሺ∆Kሻ൯
DATA

ቅ
തതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതത

=ሾΣሼlogሺ∆KሻBFC-logሺ∆KሻDATAሽiሿ/n   ・・・・・・・(F.23) 

       σො＝ඥ∑ሾሼlogሺ∆KሻBFC-logሺ∆KሻDATAሽi-μොሿ2 /(n-1)      ・・・・・・・・・・・・・・・(F.24) 

 

疲労試験結果を基に，式(F.21)～式(F.24)を用いて標本平均μොと標本標準偏差σොを求めると，表 F.10 と

なる。 

 

表 F.10－標本平均μොと標本標準偏差σො（常用対数） 

項目 亀裂進展速度 da/dN 応力拡大係数範囲 ΔK 

標本平均 μො 0.018 496 -0.004 262 

標本標準偏差 σො 0.143 448 0.033 053 

 

F.3.6 設計係数 F 

F.3.6.1 最適亀裂進展速度曲線の設計係数 

表 F.10 で得られた標本平均μොと標本標準偏差σොを基に，対数正規分布の片側許容限界を定める。亀

裂進展速度 da/dN 及び応力拡大係数範囲 ΔK について，片側許容限界は，式(F.25)～式(F.29)による。

ここで，標本平均μොと標本標準偏差σොは，表 F.10 の値である。 

 ቀlog(
da

dN
ሻቁ

l
=μො-kσො        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.25) 

 ቀda

dN
ቁ

l
=10μො-kσො    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.26) 

 ൫logሺ∆Kሻ൯
l
=μො-kσො        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.27) 

 ሺ∆Kሻl=10μො-kσො       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.28) 

式(F.25)～式(F.28)の係数 k は信頼水準 1-γ，非破壊確率 1-P 及びデータ数 n の関数であり，例えば，

参考文献[3]の付録表 6 に示されている。 

 最適疲労曲線と同様に，図 F.18，図 F.21 及び表 F.10 に示すように，常用対数で表示した標本平均
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μොは厳密には 0 とはならないため（したがって，対数正規分布は左右対称ではない。），設計係数 F は

本来は式(F.29)で定義されるべき値であるが，簡略化する場合は，設計係数 F の分子を 1 として式

(F.30)が使用される。 

    F = 10μෝ

10μෝ-kσෝ     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.29) 

    F = 1

10μෝ-kσෝ     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.30) 

1-γ= 0.95，1-P = 0.90 とするとき，データ数 n = 17 個の場合が k = 2，データ数 n = 6 個の場合が k = 

3 となることを考慮して（設計者が，この程度の試験本数から得られた亀裂進展速度曲線を選択する

ことを意味する。），設計係数 α及び βを表 F.11 に示す。 

 

表 F.11－設計係数 α及び β（μො及びσොは常用対数） 

項目 亀裂進展速度 da/dN 応力拡大係数範囲 ΔK 

標本平均 μො 0.018 496 -0.004 262 

標本標準偏差 σො 0.143 448 0.033 053 

(F.29)式 
F (k = 2) α = 1.94 (k = 2) β = 1.16 (k = 2) 

F (k = 3) α = 2.69 (k = 3) β = 1.25 (k = 3) 

(F.30)式 
F (k = 2) α = 1.86 (k = 2) β = 1.18 (k = 2) 

F (k = 3) α = 2.58 (k = 3) β = 1.27 (k = 3) 

 

亀裂進展速度に係る設計係数 αを式(F.19)に適用すると，式(F.31)となる。 

   
da

dN
=α൛൫2.26×10-12൯ሺ∆Kሻ4.34ൟ           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.31) 

一方，応力拡大係数範囲 ΔK に係る設計係数 βを式(F.19)に適用すると，式(F.32)となる。 

        ቀ
da

dN
ቁ=൛൫2.26×10-12൯ሺβΔKሻ4.34ൟ         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.32) 

式(F.33)が成立すると，式(F.19)において設計係数 αと設計係数 βを区別する必要はない。 

    α=β4.34      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.33) 

表F.11は，式(F.29)では式(F.33)が成立するが，式(F.30)では式(F.33)は成立しないことを示しており，

標本平均μොが 0 ではないことが影響している。図 F.24～図 F.27 に，図 F.15 の疲労試験結果に設計係

数 α又は βを適用した近似曲線を追記した図を示す。いずれも図も大差ないが，式(F.29)式に基づく

設計係数を用いることが望ましい。βとして 1.16（k = 2 の値）及び 1.25（k = 3 の値）を用いる。 
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図 F.24－最適亀裂進展速度曲線と         図 F.25－最適亀裂進展速度曲線と 

設計係数 α（式(F.29)）の適用          設計係数 β（式(F.29)）の適用 

 

図 F.26－最適亀裂進展速度曲線と         図 F.27－最適亀裂進展速度曲線と 

設計係数 α（式(F.30)）の適用          設計係数 β（式(F.30)）の適用 

 

F.3.6.2 疲労寿命の設計係数 

5.4.3 の亀裂進展解析では，以下に示す式(F.18)を仮定して繰返し回数 N を求める。アルミニウム

合金 A6061-T6 の場合は，亀裂進展速度曲線の係数 C 及び m は定数と見なせ，その値は表 F.9 に示

されていることより，式(6)を積分して繰返し回数 N を求めることが可能である。 

 
da

dN
=Cሺ∆Kሻm    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.18) 

5.4.3 に従い，亀裂深さを a，部材厚さを t，初期亀裂深さを ai，最終亀裂深さを af（af =0.8t），亀

裂進展寿命を Nfとし，一般的な表記として ΔK を式(F.34)で表すと（Y は形状係数，∆σは応力範

囲），Nfは式(F.35)となる。 

    ∆K=Y∆σ√πa      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.34) 
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        Nf =
1

C൫Y∆σ√π൯
m

1

ቀ
m
2

 -1ቁ
൜

1

ሺaiሻ
m
2  -1

-
1

ሺafሻ
m
2  -1
ൠ      ・・・・・・・・・・・・・・(F.35) 

 応力拡大係数 ΔK に係る設計係数 βを式(F.18)に適用すると，式(F.36)となり，この場合の亀裂進展

寿命をNfതതതとすると，式(F.37)になる。 

    
da

dN
=Cሺβ∆Kሻm       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(F.36) 

        Nfഥ  =
βm

Cβm൫Y∆σ√π൯
m

1

ቀ
m
2

 -1ቁ
൜

1
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-
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2  -1
ൠ      ・・・・・・・・・・・・・・(F.37) 

 

式(F.35)と式(F.37)を比較すると，Nfതതത = βmNfとなる。Nfは設計条件や材料特性等で定まる値であ

り，設計としてこの値が上限なので，亀裂進展解析で得られた繰返し回数 N を βmで除した N/βmを

5.4.3 の破裂漏洩が成立する場合の疲労寿命（繰返し回数）Ncとする。アルミニウム合金 A6061-T6

の場合は m = 4.34 なので，式(F.33)より βm = β4.34 = αとなり，β4.34の値として表 F.11 の 1.94（k = 2 の

値）及び 2.69（k = 3）を用いる。この値が，5.4.3 a)7)に示されている β値である。 
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